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開会 午後１時００分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２７

年第２回豊能町議会定例会を開会をいたし

ます。 

  定例会に当たりまして、町長より発言を

求められていますので、これを許します。 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  皆様、改めまして、こんにちは。 

  平成２７年第２回豊能町議会定例会開会

に当たりまして一言御挨拶申し上げます。 

  議員の皆様におかれましてはお忙しいと

ころ定例会を開催いただきありがとうござ

います。 

  豊能町も新緑の非常に美しい季節になっ

てまいりました。また、昨日は高山右近夫

婦の石像の除幕式が、晴天に恵まれ、町内

外からも多くの参加者のもと盛大に開催さ

れました。ことしは高山右近没後４００年

の記念すべき年でもあり、また豊能町の総

合戦略を策定するという年でもございます。

非常に重要な年だと認識いたしております。

でき得る限りの努力はしてまいりたいと考

えておりますので、議員の皆様におかれま

してもよろしく御協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 

  さて、今回提案させていただいておりま

す案件につきましては、条例改正が１件、

補正予算が１件、承認が７件、報告２件の

合計１１件でございます。どうか慎重に御

審議いただき御決定賜りますようお願い申

し上げまして、開会に当たりましての御挨

拶とさせていただきます。よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員会より、今会期中にお

ける写真撮影の申し出があります。 

  申し出どおり写真撮影を許可することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって今会期中、写真撮影を許可いたし

ます。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２０条の規定により、６番・高橋充德

議員及び７番・岩城重義議員を指名いたし

ます。 

  日程第２「会期の決定について」を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から６月４日ま

での４日間といたしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から６月４日まで

の４日間と決定いたしました。 

  日程第３「第１号報告 平成２６年度豊

能町一般会計予算繰越明許費繰越計算書報

告の件」の報告を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  第１号報告、平成２６年度豊能町一般会

計予算繰越明許費繰越計算書について、地

方自治法施行令第１４６条第２項の規定に

より御報告申し上げます。 
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  議案書の２ページをお開き願います。 

  款２・総務費、項１・総務管理費の非常

用発電設備整備事業と、次の防犯等事務事

業、また款３・民生費、項１・社会福祉費

の地域福祉計画見直し事業の３事業ですが、

いずれも３月議会において繰越明許費の承

認を得て繰り越したものでございます。 

  続きまして、款２・総務費、項１・総務

管理費の豊能町総合戦略策定事業、法改正

によるシステム改修事業、自主防災組織設

立活動応援事業、款３・民生費、項１・社

会福祉費の子ども医療費助成事業、款４・

衛生費、項１・保健衛生費の母子健康増進

事業、款７・商工費、項１・商工費の地域

しごと創生スタート支援事業、消費喚起プ

レミアム商品券発行事業、魅力ある観光情

報発信事業、地域によるふるさと活性化応

援事業、款１０・教育費、項５・社会教育

費の郷土資料デジタル化事業の合計１０事

業については、いずれも国の平成２６年度

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付

金に係る補正予算を計上したもので、３月

議会において繰越明許費の承認を得て、全

額を繰り越したものでございます。 

  一番下に掲げています款１３・災害復旧

費、項１・農林水産施設災害復旧費の耕地

災害復旧事業は、１２月議会において繰越

明許費の承認を受けて繰り越ししたもので

ございます。 

  御報告は以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第４「第２号報告 平成２６年度豊

能町一般会計予算継続費繰越計算書報告の

件」の報告を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  第２号報告、平成２６年度豊能町一般会

計予算継続費繰越計算書について、地方自

治法施行令第１４５条第１項の規定により

御報告申し上げます。 

  ４ページをお開き願います。 

  消防費の消防庁舎新築移転工事事業です

が、旧消防庁舎跡地の整備費用7,２０９万3,

９００円、全額を繰り越したものでござい

ます。 

  報告は以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第５「第１号承認 専決処分事項の

承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第１号承認、専決処分事項の承認を求め

る件（豊能町税条例等改正の件）について

御説明を申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が平成

２７年３月３１日に公布され、４月１日か

ら施行されることに伴い、本町においても

これに合わせて税条例を改正する必要が生

じたため、地方自治法第１７９条第１項の

規定に基づき、税条例の一部を改正する条

例の制定を３月３１日専決処分しましたの

で、同条第３項の規定により議会の承認を

求めるものでございます。 

  それでは、条例の改正点について、概要

説明資料により説明いたしますので、説明

資料をごらん願います。 

  まず、１番の個人住民税では、１点目と

して住宅借入金等特別税額控除、いわゆる

住宅ローン控除について、その適用期限を

平成３１年６月３０日まで、１年６カ月延

長するものでございます。なお、このこと

による個人住民税の減収額は国費で補填さ

れるものでございます。 

  次に、１の②ですが、個人住民税に係る

ふるさと納税について、確定申告が不要な

給与所得者等がふるさと納税を行う場合は

確定申告をせずに控除を受けられる、ふる
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さと納税ワンストップ特例制度を創設し、

また、現行特例控除額の上限を１割から２

割に引き上げるものでございます。 

  次に、２の固定資産税では、土地に係る

負担調整措置について３年延長するもので

ございます。 

  次に、３の軽自動車税では、平成２６年

度税制大綱により税額を引き上げる予定で

あった二輪車等について、引き上げを平成

２８年４月１日に延期するもの、また、一

定の環境性能を有する軽四輪車について、

当該取得をした日の属する年度の翌年度分

の軽自動車税の税額を軽減するグリーン化

特例措置を講ずるものでございます。 

  ４番は、その他法改正に伴う所要の整備

を行うものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御承認賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  本件に対する質疑を行います。ございま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  日本共産党の高尾靖子でございます。 

  今回提案されております、豊能町税条例、

豊能町税条例一部を改正する条例について

討論をいたします。反対の討論をいたしま

す。 

  今回の改正は、消費税１０％への増税へ

道を開くものであります。ふるさと納税に

ついては豊能町の一つの大きな財政にプラ

スになっておりますけれども、今、全国で

も過大な贈答品とかの問題で逆に財政が圧

迫されるというようなことも起こっており

ます。この点には十分配慮して行っていた

だきたいいうことをお願いし、税条例のほ

うについては問題があるいうことで反対討

論といたします。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  あと、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  ないようですので討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（多数起立１１：２） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立多数であります。 

  よって、第１号承認は、原案のとおり承

認することに決定しました。 

  日程第６「第２号承認 専決処分事項の

承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第２号承認、専決処分事項の

承認を求める件につきまして、提案理由の

説明をいたします。 

  地方税法施行令等の一部を改正する政令

が平成２７年３月３１日に交付され、４月

１日から施行されることに伴い、豊能町国

民健康保険税条例の改正を行う必要が生じ

たため、地方自治法第１７９条第１項の規

定により、同条例の一部を改正する条例の

制定を３月３１日付で専決処分しましたの

で、議会に報告し承認を求めるものでござ

います。 

  それでは、概要及び新旧対照表もあわせ

てごらんください。 

  今回の改正は上位法令等の改正に伴うも

ので、主な内容は、課税限度額の引き上げ
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及び軽減判定所得の算定方法の変更でござ

います。 

  まず、課税限度額の引き上げですが、基

礎課税額に係る限度額を５１万円から５２

万円に、後期高齢者支援等課税額に係る限

度額を１６万円から１７万円に、介護納付

金課税額に係る限度額を１４万円から１６

万円にそれぞれ引き上げるもので、これに

よりまして課税限度額は合わせて８１万円

から８５万円となります。 

  次に、低所得者の国民健康保険税の軽減

措置の対象を拡大するため、５割軽減の基

準については被保険者数に乗ずる金額を２

４万5,０００円から２６万円に引き上げ、

２割軽減の基準については被保険者数に乗

ずる金額を４５万円から４７万円に引き上

げるものでございます。 

  なお、附則としまして、この条例の施行

は平成２７年４月１日からとし、平成２７

年度以降の年度分に適用するものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  １点は、納付金引き上げによりまして、

保険税引き上げ抑制と財源になっていくも

のなのか、この点についてお聞きいたしま

す。 

  それと、財政支援策が保険税据置になる

ということに、今回そういうことも行われ

るのかどうか、ちょっとお聞きいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  申しわけありません。御質問の趣旨が、

私なかなかはっきり明確にわからなくって、

申しわけないですがもう一度御質問いただ

けないでしょうか。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  １点に絞ります。今回の納付金引き上げ

に対して、保険税引き上げ抑制としての財

源になるのかどうか、その点お聞きいたし

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  納付金ではございませんで、今回、国民

健康保険税の限度額を改正するものでござ

いまして、御指摘のとおり財源になり得る

ものでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。２回目の質疑。 

○１２番（高尾靖子君） 

  今、財源になるということでございます

が、低所得者に対して今後配分されていく

いうことになるのかどうか、その点お聞き

いたします。低所得者への配分されていく

ものになるのかどうか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  配分というのは少しわかりにくいのです

が、２割、５割の軽減を判定する場合に、

その判定する金額を拡大するといいますか、

軽減の対象を拡大するために改正するもの

でございます。したがいまして、例えば被
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保険者数が２名の場合は、従前でしたら２

４万5,０００円掛ける２名というふうに判

定しておったものが、例えば２６万円掛け

る２ということなので、対象の人数が拡大

されるということでございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  確認いたします。今後その支援策、ずっ

と続いていくというものなのかどうか確認

いたします。軽減として続けていかれるも

のなのかどうかですね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  お答えいたします。 

  先ほど申し上げましたように、上位法の

法律が改正されて私どもは伴うもので、改

正をいたしました。したがいまして、いつ

まで続くかと言われましても、上位法が改

正されたならばそれに伴いまして私どもの

ほうの条例も改正しなければならないとい

うものでございますので、御理解を賜りた

いと存じます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほか、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  日本共産党の高尾靖子でございます。 

  第２号承認、豊能町国民健康保険税条例

に関して、上位法の基づいて課税限度額を

引き上げるという問題について、日本共産

党は反対の討論をいたします。 

  国の国民健康保険としての保険財政に責

任を果たさすように、補助率の引き上げを

ずっと求めてきております。今回の課税額

が引き上げによって負担がふえるというこ

とのないように、ぜひ力を尽くすことを求

めて、反対討論といたします。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  あと、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（多数起立１１：２） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立多数であります。 

  よって、第２号承認は、原案のとおり承

認することに決定しました。 

  日程第７「第３号承認 専決処分事項の

承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  第３号承認、専決処分事項の承認を求め

る件（平成２６年度豊能町一般会計補正予

算）について御説明申し上げます。 

  国や府からの譲与税、交付金や補助金、

負担金の中には、その金額の確定が年度末

にならざるを得ないものがあり、また、町

の歳出予算におきましても年度末まで確定

しない事務費、事業費など、３月議会にお

諮りすることのできなかった歳入歳出予算

につきまして、地方自治法第１７９条第１

項の規定により３月３１日付で専決処分い

たしましたので、その内容を同条第３項の

規定により御報告し御承認をお願いするも

のでございます。 

  それでは、お手元の補正予算書、専決第
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３号の１ページをお開き願います。 

  平成２６年度豊能町一般会計補正予算

（第９回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額から３億8,１０３万4,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を６４億８

９万4,０００円とするものでございます。

補正後の款項の区分及び歳入歳出予算の金

額は、２ページから７ページに記載してお

ります「第１表 歳入歳出予算補正」のと

おりでございます。 

  続きまして、第２条の地方債の補正です

が、８ページをお開き願います。 

  第２表のうち１番から１０番及び１２番

につきましては、記載しております各事業

の実績に合わせて地方債を補正するもので

ございます。１１番の水道事業会計出資債

につきましては、国庫補助金が交付された

ことから地方債を発行しなかったものでご

ざいます。 

  それでは、今回の補正内容について、ま

ず歳出から御説明申し上げます。 

  恐れ入ります。２９ページをお開き願い

ます。 

  今回の補正は、事業費確定に伴い不用額

を減額するもの及び歳入の確定に伴い財源

を振りかえるものでありますので、それら

については説明を省略し、不用額と財源振

替以外のものについて御説明させていただ

きます。 

  まず、款２・総務費、項１・総務管理費、

目１・一般管理費の７．基金管理事業でご

ざいますが、基金の運用により生じました

利子相当分を積み立てるものでございます。 

  なお、３０ページのふるさとづくり基金

積立金につきましては、ふるさと基金及び

一般寄附金相当分を積み立てるものでござ

います。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  恐れ入ります。１３ページへお戻りくだ

さい。 

  歳入につきましても実績の確定に伴うも

のですが、その主なものについて御説明申

し上げます。 

  １３ページの地方揮発油譲与税から１７

ページの交通安全対策特別交付金まででご

ざいますが、それぞれの交付額の確定に伴

う補正でございます。このうち、１４ペー

ジの配当割交付金、１５ページの株式等剰

余所得割交付金につきましては、株高等に

より府民税が増収となったことに伴い、そ

れぞれ大幅に増額するものでございます。 

  また、同じく１５ページの地方消費税交

付金につきましては、消費税率の引き上げ

により社会保障財源分が増となったことに

伴い増額するものでございます。 

  なお、１７ページの特別交付税について

は、今回の補正分も含め２億8,５９３万3,

０００円の交付を受けました。 

  次に、２０ページをお開き願います。 

  款１４・国庫支出金、項２・国庫補助金、

目１・総務費国庫補助金の財産管理費国庫

補助金及び目３・衛生費国庫補助金の上水

道費国庫補助金につきましては、がんばる

地域交付金が本庁等の耐震診断事業、上水

道施設の耐震化事業に対する繰出金に対し

て交付されるものでございます。地方債の

補正のところで御説明いたしましたが、こ

の交付金により水道事業会計出資債の減額

補正をしたものでございます。 

  次に、２１ページでございます。 

  款１５・府支出金、項２・府補助金、目

１・総務費府補助金の自治振興費府補助金

及び電子計算費府補助金でございますが、

市町村振興補助金が防犯灯ＬＥＤ化更新事

業と住民情報システム更新事業にそれぞれ

交付されたものでございます。 
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  次に、２５ページをお開き願います。 

  款１８・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金ですが、今回の補

正予算で剰余財源が生じたことにより、繰

入額を減額するものでございます。 

  また、目２・公共施設整備基金繰入金、

目３・文化振興基金繰入金については、余

剰財源が生じたことにより、繰入額をゼロ

にするものでございます。 

  目５・ふるさとづくり基金繰入金につい

ては、実績に応じて繰入額を減額するもの

でございます。 

  最後に、２６ページ、２７ページの町債

ですが、８ページの第２表でも申し上げた

とおり、実績に合わせて減額するものでご

ざいます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御承認賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  ３号専決でございますが、今回この議会

で１から７までの専決ございます。議員の

皆さんも御存じのように、天災事変や、失

礼、専決を行う場合、天災事変や平成１８

年の法律改正によって、議会を招集する時

間の時間的余裕がないことが明白であると

いうことはうたわれております。しかしな

がら、今この３号専決承認というのは、通

常の補正予算のページよりもはるかに多い

項目がずらずら並んでおります。まるで決

算報告のような形でございます。このよう

な時間的に余裕がないとかあるとかいう問

題にして、町長さんは毎月２５日に歩いて

いられると。おっしゃっておる限りにおい

ては毎月２５日は暇やと思います。そうい

う中でなぜ議会を招集しないのか。３日あ

ればできるんです。３日。そして今このよ

うに１から７まで専決であります。僕はこ

れは議会軽視だと思います。内容はともか

くとして、本当に、先ほど副町長が言われ

たように、いわゆる年度末に確定しない、

あるいは確定させたい、あるいはわからな

い事業もあるでしょう。しかしこの３号議

案に関しては３億8,０００万円と膨大な金

ですよ。それをあたかも専決する。これは

僕は議会として許してはいけないと思いま

す。議会の信頼を踏まえて、本当にこんな

んでいいだろうかということでございます。

それで僕はあえて反対ということでさせて

いただきます。 

  なお、議員の皆さんにお伝えします。蛇

足ながら、この専決を否定しても何ら影響

はございませんので、あえて申し上げてお

きます。終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほか、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（多数起立９：４） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立多数であります。 

  よって、第３号承認は、原案のとおり承

認することに決定しました。 

  日程第８「第４号承認 専決処分事項の

承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第４号承認、専決処分事項の承認を求め

る件（平成２６年度豊能町国民健康保険特

別会計事業勘定補正予算）につきまして、

提案理由の説明をさせていただきます。 

  今回の補正につきましては、国保会計を

経由して国保診療所へ交付される特別調整

交付金が、交付率の見直しにより予算額を

超えて交付されることから補正するもので

あり、地方自治法第１７９条第１項の規定

により３月３１日付で専決処分を行いまし

たので、同条第３項の規定により議会に報

告し、承認を求めるものでございます。 

  それでは、お手元の補正予算書の１ペー

ジをお開き願います。 

  平成２６年度豊能町国民健康保険特別会

計事業勘定補正予算（第４回）でございま

す。既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ

１７０万6,０００円を増額し、総額を歳入

歳出それぞれ２９億3,７１８万4,０００円

とするものでございます。 

  それでは歳出から説明をいたします。６

ページをお開きください。 

  国民健康保険運営事業でございますが、

特別調整交付金を財源とする国保診療所へ

の繰出金について、交付金の確定により予

算を超える額を増額したものでございます。 

  続きまして歳入でございますが、５ペー

ジをお開きください。 

  特別調整交付金１７０万6,０００円は、

先ほどの繰出金の財源とするものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第４号承認は、原案のとおり承

認することに決定しました。 

  日程第９「第５号承認 専決処分事項の

承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第５号承認、専決処分事項の

承認を求める件（平成２６年度豊能町国民

健康保険特別会計診療所施設勘定補正予

算）につきまして、提案理由の説明をさせ

ていただきます。 

  今回の補正につきましては、国保会計か

らの繰入金が予算額を超えることから、歳

入の財源振替補正をするものであり、地方

自治法第１７９条第１項の規定により３月

３１日付で専決処分を行いましたので、同

条第３項の規定により議会に報告し、承認

を求めるものでございます。 

  それでは、歳入のみの説明になりますが、

お手元の補正予算書の５ページをお開き願

います。 

  下段の特別会計繰入金１７０万6,０００

円は、僻地直営診療所の運営費が多額であ

ることにより国から交付される特別調整交
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付金を国保会計から繰り入れるものでござ

いますが、交付率の見直しにより国保会計

で増額された金額を同額増額し、財政調整

として上段の診療収入から同じ額を減額す

るものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御承認賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５号承認は、原案のとおり承

認することに決定しました。 

  日程第１０「第６号承認 専決処分事項

の承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第６号承認、専決処分事項の

承認を求める件（平成２６年度豊能町介護

保険特別会計事業勘定補正予算）につきま

して、提案理由の説明をさせていただきま

す。 

  今回の補正につきましては、システム改

修に係る国庫補助基準額の増額及び人件費

の増減振替によるもので、地方自治法第１

７９条第１項の規定により３月３１日付で

専決処分を行いましたので、同条第３項の

規定により議会に報告し、承認を求めるも

のでございます。 

  それでは、お手元の補正予算書の６ペー

ジをお開き願います。 

  歳出、上段の一般管理費ですが、システ

ム改修に係る国庫補助基準額が増額された

ことによります財源振替、下段の包括的支

援事業等費は、人件費に係る財源振替でご

ざいます。 

  次に歳入ですが、５ページをごらんくだ

さい。 

  上段の介護保険システム改修事業国庫補

助金７３万3,０００円は、補助基準額が増

額されたことによる下段の事務費繰入金と

の歳入振替、包括的支援事業等費繰入金は、

職員給与費等繰入金と人件費の増減を振り

かえるため、それぞれ同額を増額・減額す

るものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御承認賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 
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○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第６号承認は、原案のとおり承

認することに決定しました。 

  日程第１１「第７号承認 専決処分事項

の承認を求める件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、議案となりました第７号承認、

専決処分事項の承認を求める件につきまし

て御説明申し上げます。 

  平成２６年度豊能町生活排水処理事業特

別会計補正予算につきまして、地方自治法

第１７９条第１項の規定により、平成２７

年３月３１日付で専決処分をいたしました

ので、同条第３項の規定により報告し、議

会の承認を求めるものでございます。 

  それでは、専決第７号、平成２６年度豊

能町生活排水処理事業特別会計補正予算

（第１回）につきまして御説明申し上げま

す。１ページをお開き願います。 

  第１条で、既定の歳入歳出予算の総額か

らそれぞれ４１０万6,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ1,１１６万1,

０００円とするものでございます。 

  今回の補正予算は、平成２６年度の事業

費が確定したもので、当初予算で合併浄化

槽１カ所設置を予定しておりましたが、申

し込みがなかったことから減額するもので

ございます。 

  歳出の御説明を申し上げます。６ページ

をお開き願います。 

  款１・下水道費、項１・下水道管理費、

目１・下水道維持管理費で２７万5,０００

円を減額するものでございます。これは業

務委託料の減でございます。 

  次に、款１・下水道費、項２・下水道整

備費、目１・下水道整備費で３８３万1,０

００円を減額するものでございます。これ

は、合併浄化槽設置に伴う業務委託料と工

事請負費の減でございます。 

  ５ページをお開き願います。歳入の御説

明を申し上げます。 

  款１・分担金及び負担金、項１・分担金、

目１・下水道分担金で４２万円を減額する

ものであります。 

  次に、款３・繰入金ですが、３６８万6,

０００円を減額するものでございます。こ

の分担金及び負担金と繰入金は、歳出で御

説明いたしました合併浄化槽１カ所の設置

を予定しておりましたが、申し込みがなか

ったことから減額するものでございます。 

  説明は以上でございます。よろしく御審

議いただき御承認賜りますよう、お願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。

ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり承認することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７号承認は、原案のとおり承

認することに決定しました。 

  日程第１２「第３１号議案 豊能町附属

機関に関する条例改正の件」を議題といた

します。 

  提案理由の説明を求めます。 
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  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第３１号議案、豊能町附属機関に関する

条例改正の件について御説明申し上げます。 

  議案書の２１ページをお開き願います。

また、条例の概要説明資料もあわせて御参

照をお願いいたします。 

  本件は、まち・ひと・しごと創生法第１

０条第１項に規定する本町のまち・ひと・

しごと創生総合戦略の策定及び推進に関す

る必要な事項についての調査審議に関する

事務を行う附属機関を設置するものでござ

います。 

  条例の内容でございますが、附属機関の

名称は、豊能町まち・ひと・しごと創生総

合戦略審議会。担当する事務はまち・ひ

と・しごと創生法第１０条第１項に規定す

る市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略

の策定及び推進に関する必要な事項につい

ての調査審議に関する事務でございます。 

  附則としまして、この条例は公布の日か

ら施行することといたします。また、豊能

町報酬及び費用弁償条例を改正し、まち・

ひと・しごと創生総合戦略審議会委員の報

酬を日額7,０００円と定めるものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。

ございませんか。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  ４番・橋本です。 

  今回これ、この審議会を立ち上げるに当

たって、目的はここに書いてるように、創

生総合戦略の策定及び推進に関する必要な

事項について調査審議するというふうに書

いてますが、これを審議会を立ち上げなあ

かんというのは、これはもう必須事項なの

かどうかということについてお聞きしたい

というのが１点と、あと、例えばこういう

ような策定とか推進、調査審議ということ

であれば、私自身はやはりここの、このも

ともとのその地域創生の中にある、その主

人公である人たちをそのメンバーに入れる

なり、この審議会じゃなくても、もっとも

っと大きなタウンミーティング的なことで

もこういうような意見聴取というのはでき

るんじゃないかなと思ってますけども、そ

のあたりはどういうような審議をされたの

かということをお聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず１点目、この審議会は必ず必要か、

必須かということでございますが、これ必

須ではございません。本町においては答申、

諮問という形をとろうということを考えま

したがために、附属機関条例において審議

会を置くと。この審議会は、名前は検討会

でもよろしいと思いますし、何でもいいと

思うんです。条例を置くということは附属

機関として置くということで、本町以外に

は要綱設置のところとか規則設置のところ

もございますが、本町は条例を置いて附属

機関として諮問、答申という形をとろうと

したものでございます。 

  それからメンバーでございますけども、

メンバーにつきましては、きょうの全員協

議会でもお示しをしましたような形で考え

てはおりますけども、産官学金労というよ

うな格好でございます。住民の方に加えて

ということでございますけども、当然この、

審議会ですからメンバーが限られてまいり

ますから、議員の御指摘のような幅広い
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方々、そのテーマ、テーマに応じたときに、

タウンミーティングという格好になるかど

うかわかりませんが、御意見を頂戴する、

またワーキングのような形でもやっていく

とか、そのようなことをやってまいりたい

というふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  今おっしゃったように、これ必須でない

ということなので、別に形、これにこだわ

る必要全くないんじゃないかなと個人的に

は感じています。余りにもやっぱりこれお

役所的やなというか、今までの従来の形の

ようにやろうとしている。僕やっぱりこれ

は、ほんまに町を挙げて、これが最後のチ

ャンスやっていうのであればこういう形に

あえてこだわる必要ってないんじゃないか

なと。ただ、何らかの意見なり話をまとめ

ていかなあかんということであれば、確か

に最終的には要るのかもわからないけども、

やっぱりこれありきではなくて、もっとも

っとやっぱり本来、今現在例えばここに戻

ってきてほしい人、入ってきてほしい人、

例えばそういうようないろいろな雇用の問

題もあるでしょう。そういうようなことも

含めて、やはりそういうようなところから

まずやっぱりしっかりと調査なりニーズ把

握なりというのをすべきじゃないかなとい

うふうに思ってますけども、この審議会は

立ち上げて、そういうようなニーズ調査

等々も含めてしっかりやっていくというこ

とで先ほどちらっと話はありましたけども、

そこにもしっかりとスポットライトを当て

るということでよろしいですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、附属機関という形にこだわること

はないということでございます。今回は条

例を置いて附属機関という形でやってまい

りますが、附属機関だからといってがんじ

がらめというようなことはございませんし、

その親会議は３回ないし４回ぐらいしか開

けないだろうと思っておりますので、その

合間合間につきましては幅広い方から御意

見を聴く方法、これは考えてまいりたいと

いうふうに思いますし、豊能町から出てい

って戻ってきてほしい方とか、それから入

ってきてほしい方、議員の御指摘のとおり

でございまして、どのようにしたら戻って

きてもらえるか、入ってきてもらえるか、

これはしっかり調査をいたしまして検討し

てまいりたいというふうに思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  最後の質問です。この審議会を立ち上げ

るに当たって、町長はもうこれが最後のチ

ャンスだということで何回もおっしゃって

おられましたが、この審議会設置に当たっ

ての意気込みについてお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  この審議会、開くことについては、私は

これは非常に大事だなと思っております。

なぜかといいますと、やはり企業の方、多

くの豊能町の関係する、これからいろいろ

考えていっていただきたい企業の方に入っ

てきていただくに当たっては、やはりこう

いった公式な場、こういったものをまず設

けて、正式に入ってきていただいて、正式

にお話も聞かせていただくということは大
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事だということで、今回審議会を開いたと

いうことでございます。今まさに、ことし、

これはもう勝負の年だと思っておりますの

で、この審議会の中でも本当に必要やと思

われる方、思われる企業はまずは入ってい

ただいて、これはもう進めてまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  豊能町に多くの問題点を抱えております。

ダイオキシン、ごみの有料化、そしてきょ

う、全員協議会でお話のあった光風台、あ

るいは光風台のエスカレーター問題、ある

いはときわ台のバリアフリー化、さらには

希望が丘の交通施策、買い物難民等々、多

くの問題を抱えている。しかし豊能町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の中に、こ

の問題を、見過ごしてはいけないような問

題も入っていると思うんですが、何と驚く

なかれ、今町長がおっしゃったように企業

の人に入ってもらいたい。何の企業あんね

んと私は思います。ほんならこの後ろにあ

った金融界の人、これ何でっかこれ。池田

銀行ですか。さらに総合戦略の基本目標と

基本的な方向の中に、安定した雇用の創出、

こんなんどこでできますねん。何ぼコンサ

ルタントの意見を聞こうと何しようと豊能

町にできますかこれ。本当に。そうしたら

先ほど申しましたように、いろいろな方に

入ってもらってこれ論議してもらいまんね

ん。もしこの人がその中で出てきて具体化

すんのやったら、ほんまに議会なんか解散

して町長１人で十分ですわ、その人でやれ

ば。違いますかな。できないから、みんな、

この日本国中できないから一生懸命頑張っ

ておる。何だかちょっとでもいいから観光

資源、観光資源と走り回っておる。そのよ

うな状況の中で安定した雇用の創出なんて

僕はあり得ないと思う。これについて町長

どう思われますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  安定した雇用の創出、これはまち・ひ

と・しごと創生本部の、その一つの中の１

個の柱ということで上がってるかと思って

おりますけども、やはりあり得る、あり得

ないというよりは、やはりその町内で、や

っぱりさまざまな問題等ございますので、

そういったことが新たな起業に結びつけば

いいかなというふうに思っております。で

すのでやはり町内での仕事というのはやっ

ぱり大事だと思っておりますので、そうい

ったこともやはり検討はしてまいりたいと

思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  議長、答弁になってないよ。町内はさま

ざまな問題で起業、起きる業と思いますけ

ど、違うんですか。企てる企業ですか。ど

っちかまだ言うておられませんけど。そん

なんありますか。世の中は正社員や非正規

社員という形でさんざん皆苦労してるじゃ

ないですか。その中に豊能町内で起業、起

きる起業でもあるいは大企業でも結構です

わ。本当に創設できると思ってはりますか。

本当にでっせ。 

  もう１点、これはまた後で答弁ください、

もう１点、この中に一顧だもされていない

のが教育という問題です。教育。皆さん豊

能町の教育。昔はよかったな、昔はいい高

等学校行けたな、中学校はよかったなと。
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今の現状どうですか。随分落ちてるんじゃ

ないですか。それを僕は豊能町って一番大

事か、あるいは２番目に大事か知りません

けど、大事だと思いますよ。この５カ年計

画の中で、いわゆる豊能町のまち・ひと・

しごと創生総合戦略の中にぜひとも入れる

べきじゃないですか。一番初めに申したよ

うに交通施策もそうです。これはまた一般

質問でやりますけど、それすら入ってない

じゃないですか。１点目の町長に対する、

そんなんあるかどうかと、２点目の教育長

に、本当に教育入ってないのは何でやねん

と、あなたたち意見言ってないんかという

ことも踏まえてお聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  確かに新たな雇用を生み出すというのは

難しいことだとは思っております。ただ、

最初から諦めるということはやっぱりせず

に、やはり地域の中にもさまざまな問題が

あって、そういったことを解決するために

コミュニティビジネス、そういったものを

立ち上げているという事例もございますの

で、そういったこともやはり目指していき

たいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  お答え申し上げます。 

  今福岡議員がおっしゃったこと、とても

大切なことでありまして、ただ一つ、まず

豊能町の進学率が高かったといったような

表現がございましたけども、このごろの、

特に中学校、小学校もそうなんですけども、

学力テスト等の結果を見る限りにおいては

非常に府内でも、あるいは全国的に見ても

ハイレベルを保っているところだと私は思

っています。それは教育力の高い家庭があ

ったり、あるいは小さいころからの丁寧な

教育があってなされているものだと思いま

して、それはある程度維持されてると思い

ます。しかしそれを今後下降線をたどらな

いようにしていかなくちゃいけない。これ

は大変必要な施策の方向だと思っています。

保幼小、保幼も含めて、保育園・幼稚園も

含めて、こども園も含めて、小中学校にい

る子どもたちを本町で丁寧に大切に教育し

ていくことは、やはり府ならずとも多くの

方々の評判を呼ぶといいますか、評価が高

くなると思いますので、それは恐らく新し

い人の流れをつくるあるいは若い世代の子

育ての希望をかなえるというようなことの、

方法論とは言いませんけれども、これに必

ずつながることだろうと思っています。で

すからこの基本目標とあるいは基本方向が

ここに四つ、先ほどの資料のことで申しわ

けありません、入っておりますけども、教

育・保育の取り組みというものをよりよく

していくということは、この基本目標、基

本的な方向等々の中に含まれているもので

あって、本町としても、教育委員会として

も精力的に取り組まねばならないというこ

とだと思っています。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  うまいこと解釈しますな、教育長、どこ

に入ってまんねん。四つに入ってまんのか。

何ぼ解釈するいうてもそんなのちょっと大

きいんちゃう。 

  もう１点、安定した雇用の創出で諦めた

らあかんと。当たり前じゃないですか。諦
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めんとも初めからないですわ。あんねんや

ったら一つでも言うておくなはれ。安定し

た雇用の創出って普通あり得ない。なぜな

らば豊能町の歴史を見てくださいよ。安定

した雇用の創出なんて一度もやったことな

いでしょう。富の財産いうんか、給与財産

あるいは収入財産全て他市町村でようけ使

っている現実じゃないですか、豊能町は。

その中でどうして安定した雇用の創出がで

きるんですか。何かあるんですか。だから

その具体的な産業でも一つでも希望持てる

ような、いわゆる豊能町住民が多少でも希

望が持てるような形をつくっていくべきじ

ゃないですか。これはまたあしたの一般質

問でやりますけど、そうじゃないですか。

こんな絵に描いた餅いうんですか、こんな

んかけて何しまんねん。ほんま。何かちょ

っとでもよろしい。僕らにちょっとでも光

明、希望の光でもいいですわ、差すような

答弁しておくんなはれ。あんのやったら。

ないと思うからようせんと思う。断言する。

教育長、もう少しこんなん、これももうち

ょっと具体的にやらないかん。違いますか

な。俺は憂いてんねや。今後の教育につい

て。豊能町の教育について。少子高齢化の

中でだんだんだんだん人が減っていく。そ

の中でちょっとでもきらりと光るような教

育をしてほしい。それは少なくとも豊能町

のまち・ひと・しごとの創生の原点やと思

うから言うてるだけですよ。それについて

もう少しきちんと町と相談されて、やっぱ

りこの中に入れていくと。審議会の委員の

皆さんにもお願いして入れていくという強

い希望、あるいは強い要望を持って取り組

んでいただきたいと思います。これエール

でも結構です。答えすんのやったら答えで

結構ですけど。終わります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  石塚教育長。 

○教育長（石塚謙二君） 

  私としてもこれまでの本町の保育教育、

小学校、中学校での丁寧な教育というもの、

あるいは地域の方々の応援だとか、さまざ

まなことでいい形で教育が行われていると

いうふうに思っておりまして、これをより

よくしていくことは本町の発展ということ

あるいは本町の評価の高まりにつながると

いうことは当然強く思っております。です

からそういう方向、そういうことを考えて、

実は御案内だと思いますけれども、今年度

から小中一貫教育等充実検討事業という事

業を立ち上げまして、保幼からのシームレ

スな対応をどうしていくかというようなこ

と、あるいは教育環境をどういうふうにし

ていくのか、一貫したカリキュラムをどう

していくのかというようなことを、英語教

育も考えなくちゃいけません。そうしたこ

とを取り組んでいって、できれば教育委員

会としての方針、考え方というものを、あ

る程度教育委員会そのものの方向性という

ものは考えているところではありますけれ

ども、それをまた委員会等で検討をしてい

ただき、専門家からも意見を聞き、こうし

たらどうかというようなアイデアを持って

町長部局と相談申し上げ、そうしたその一

翼を担うといいますか、それを進めていく

というようなことについては強く考えると

ころであります。ぜひとも、この７月から

会議等はスタートする予定でありますけれ

ども、動向について御関心を持たれ、さま

ざまな観点から本町の教育の充実のために

御意見を賜れば大変ありがたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほか。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 
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  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  これも御存じのように、この起業につき

ましては今年度先行事業ということで、新

たな地域の課題を解決するようなものに対

しての起業に対して投資するというような、

こういうことも募集するということも考え

ておりますし、また今回、審議会の中でも

産学金、さまざまな方の御意見なんかもい

ただきながら、豊能町の課題、こういった

こと、何か解決するような手だて、そうい

ったことはないかということもまた当然検

討してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  １番・野村です。 

  まず今回資料としていただいたものあり

ますわね。豊能町まち・ひと・しごと創生

総合戦略の策定についてということで資料

もうてます。ここで、１ページの一番下に

策定と実施ということで、同協議体で評価、

指標による推進管理をＰＤＣＡこれを用い

て。 

（発言する者あり） 

○１番（野村剛志君） 

  ごめんなさい。進捗管理ね。進捗管理、

ごめんなさい。目が悪いんで最近読み間違

える。ごめんなさい。ほんでＰＤＣＡサイ

クルを行うと言うてるんです。先日５月２

３日に議会報告会を議会で皆さんでさして

もらいました。西と東と。これに御尽力を

賜った議員の皆さんとそれから参加いただ

きました住民の方には大変感謝をしておる

んです。何を言われたかって、ＰＤＣＡ。

豊能町ってＣＡないと。ＰＤ、ＰＤ、ＰＤ。

評価、改善、どこでしてるんですかって、

これ住民に言われました。なるほどと。こ

の事業については５年計画ですね。１年に

４回、一応これ３ページを見ると審議会開

催されますのかな。だから本当にこの計画

として策定やっていく中でＣＡしっかりや

ってもらいたいんです。やっぱりここもそ

の事業計画の中で、いつ、このＣＡをやる

のか。やっぱりしっかり見据えてやらない

かんなと思いますけど。 

  それから２ページに。 

（発言する者あり） 

○１番（野村剛志君） 

  はい、します。３回しかできへんからさ。

２ページに、人口の将来展望目標ってあり

ますね。これ豊能町人口ビジョンというこ

とで。審議会として目指す目標はよろしい。

だけどこの豊能町のトップとして、実際豊

能町ほんまに人口をふやしたいと思っても

ふえるんですかな。ふやすために、ふやす

というんやったらふやすために、あるいは

現状維持するんやったら現状維持するため

に、あるいは減っていく中でその財政運営

を考えるのか。どのようなその人口ビジョ

ンを持ってこのＰＤＣＡをされていくのか。

このあたり町長、お伺いしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ２点、答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  一つはＣＡ、こちらの話ですけれども、

今回この施策ごとに数値目標、こういった

ことを記載していきますので、当然ながら

この数値目標に従ってチェック、いってな

かったらアクションということに当然なが

らやっていかなければいけないというふう

に思っております。 

  次に人口の話、これ非常に難しい話です。
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ですので今回、人口ビジョンということも、

今回しっかりとやっていきたいという思い

でございます。ですので今軽々には言えま

せんけれども、ふやしたいという思いは当

然あります。ただ、今日本全国が減ってい

ってる中ではございます。そうです。そう

いった中でもありますので、そんなことも

踏まえながらこれはもう考えていかなあか

んというふうに思っております。 

  以上でございます。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  非常に一般論やと思いますねんな。だけ

れど豊能町が自主的にやっぱりこの豊能町

をどうしていくのかというところでのその

施策、そしてその評価やと思うんですわ。

だからその５カ年の中で、要は現状維持す

りゃ、じゃあええのか、減っていくことを、

中でもその財政の健全化ができてて要はい

いのかと、その評価基準というのをやっぱ

り自分で考えとかなあかんと思います。た

だ５年計画ですから、来年秋、選挙ですね

ん。５年やれるかどうかわかりませんで、

はっきり言うて。今のようにやっぱりぶれ

た答弁をされたらあきません。御自身がこ

の豊能町をどうしたいかということをしっ

かり、その思いを持ってリーダーシップ果

たせへんかったら、何ぼこんな計画、紙で

つくったってできっこないんですわ。 

  だから本当にこのＰＤＣＡやるんやった

ら、自分がどういうその推移を創造するの

かと、想定しているのかと、そこをぶれん

ように持っとかなあきませんわ。世の中が

人口減ろうと豊能町はふやすねんと言うた

らふやすんでよろしいですねん。そのため

の事業計画立てたらよろしいねん。現状維

持するんやったら現状維持でもいいんです

わ。でもその思いを今既に町長自身が持っ

てへんかったら何ぼやったって机上の空論

なんですわ。だから本当に豊能町にとって

例え翌年よりもことし１名ふえたら、これ

だけですばらしい評価やと思うんですよ。

町長にとって。だから世の中が減るから減

るというふうに絵を描いたら、絵を描いた

中で何がその、この将来住民が生活してい

く中でこの豊能町に住んでよかったなと思

えるのかと。そのあたり、評価するにもそ

の基準が必要なわけですよ。だから目標設

定というところはしっかりやっていただき

たいと思います。 

  それから、この教育機関ですね。４ペー

ジ、教育機関の中に、交通とまちづくりに

係る学識経験者、これ私、意味わかりませ

んねんけど、これはどういうことです。交

通のまちづくりとこの教育機関て、これは

どういうことですか。教えてください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  私のほうからは、午前中、全員協議会で

お配りしました資料の４ページ、学、教育

機関のところの意味でございますけども、

我々今、当たっておりますのは、まだ最終

決定ではございませんけども、大学の先生

でございます。大学の先生のうち子育てと

か社会保障とかそういう広い意味での女性、

子ども、そういうところに強い方、経済、

財政にも強い方、そういう方にお願いをし

たいということを一つ思っておりますのと、

もう一つはそういう交通を含めたまちづく

り全体を考える先生、そういう先生にもお

願いをしたいということで、そのような、

今お二人の先生に当たっておるというとこ

ろでございます。それをこのようなペーパ

ーにあらわしたということでございます。 
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○議長（竹谷 勝君） 

  あとございますか。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  ６番・高橋であります。 

  ちょっと確認等あるんです。２ページな

んですけど、安定した雇用の創出というの、

町長さっき福岡議員から質問ありましたけ

れども、明確な答えがないんですけども、

町内の、町長知っておられるかどうか確認

したいんですけど、雇用というのは、町内

の雇用というのはスーパーぐらいしかない

んですよね。スーパーの中で勤められてる

男性、女性も町外から市外、他府県から来

られてる人かなりいらっしゃる。こうなっ

てくると雇用創出じゃなくなってくる。そ

れと数年前にデイリーカナートがなくなる

よという話が、多く売り上げないと閉めて

しまうよという話があった。そういうとき

に考えると、問題になってる大和団地との

道も、これもやっぱりつくっていかなあか

んだろうし、そうなってくると新しい人の

流れというのがここが入ってくるんですね。

こういうことも考えての計画なのか。それ

と時代に合った地域の安全、地域連帯。こ

れも地域というのはこの豊能町だけの地域

で言うてるのか、隣の他府県の川西のこと

も含めたことを言うてはるのか。これちょ

っと答えできたらよろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  また、まず安定した雇用の創出というこ

とでございますけども、２ページ、全員協

議会資料の２ページに書いております４点

につきましては、これ国がつくりましたま

ち・ひと・しごと創生総合戦略のテーマが

このようなものであるので、豊能町におい

てもこれに沿った形でやっていきますとい

うようなことでございます。実際にはその

人口ビジョンをつくりまして、その人口減

少の対策をどのようにしていくかというこ

とがまち・ひと・しごと総合戦略になるわ

けでございますけども、中身としましては、

ここにはテーマ、こういう４本書いており

ますけども、まちづくりでありますとか、

今議員もおっしゃった地域の連携、それか

ら大事な雇用の創出もそうですし、観光の

振興、定住の促進とか少子化対策、子育て

支援、これらのことを網羅していくという

ようなものでございます。 

  ですからそういうまちづくり全体のこと

を考えますと、先ほどもちょっと野村議員

のときにも言いましたが、交通とかそうい

うものも見逃すことはできませんから、当

然交通の問題も入ってくる。それから教育

長も教育は当然この中に入っているとおっ

しゃいましたが、その少子化対策とか子育

て支援の面では教育の問題もこの総合戦略

に入ってくるものというふうに私は認識を

しております。 

  それから地域の連携でございますけども、

これはやはり豊能町内の地域の連携、これ

はもちろん大事でございますけども、今議

員もおっしゃったように川西とも豊能町ひ

っついておりますし、箕面森町ともひっつ

いておるというようなことから、それら町

外との地域の連携、これも総合戦略には盛

り込んでいくべきでありましょうし、それ

盛り込んでいくときには川西市とか箕面市

とかそういう隣接する自治体との協議、相

談も必要ではないかなというふうなことは

考えてございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  今総務部長おっしゃいましたけども、地
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域との連携なんかもそうですけど、今交通

の流れという中で交通とまちづくりに係る

学識経験者、これは豊能町内の学識経験者

なのか、それとも東の方なのか、西の方な

のか、これも大きく問題になってくるんで

すね。今非常に、朝おりますと神戸ナンバ

ーの車がひっきりなしに通ってます。大阪

ナンバーはほとんど３分の１以下です。朝

の通勤時間帯は神戸ナンバーばかりです。

びゅんびゅん、びゅんびゅん飛ばしてます。

で、危ないところがある。そうなってくる

と今の箕面森町が、あそこにインターがで

きてくると特にもっと多くなってくる。信

号が要る。そうなってくると信号をつくる

のは町ではできないから、やっぱり公安委

員会行っとかないけない。そうしたらつく

るのは自治会にお願いしますよとなってく

る。 

  そういうときにやはりこの学識経験者と

いうのは選ぶとき非常に大事な、どういう

人を選ぶか、橋本議員も言ってましたけど

どういう人を選ぶかなんですよ。ただ単に

二人ほど当たってるとおっしゃいましたけ

れども、本当に豊能町に何年も何十年も住

んでおられて問題意識を持った方でないと、

この創生総合戦略審議会というのは機能し

ていかないんじゃないかと、本当にお飾り

になってしまうんじゃないかと私懸念する

わけですね。ですからさっき私も言いまし

たけども、しっかりとした、本当にこのま

ちをどうしたいんだという人を人選してい

かないといけないんです。このまちどうし

ようかって本当に悩んでおられる青年も何

人かいらっしゃいます。パン屋やりたい、

コーヒー屋やりたい、でも場所がない、ど

うしたらいいかっていう相談なんか受ける

んですが、やはり本当にまちの中を何とか

活性化させていきたいという若い人が企業

を興していらっしゃるんです。だからそう

いう人たちもどんどんと当たって探して、

やっぱりやらざるを得ない、やらざるべき

だと思うんですね。ですから今言ったよう

に学識経験者の中にも本当に豊能町をしっ

かりと考えた人を選ぶのかどうか。この中

の何人か、メンバーありますけども、本当

に頭ごなしに人間だけ選んだらいいわとい

うことのないように、ぜひとも、選んだら

今度は我々議会に対してもこういう人を選

びましたということを報告していただきた

いと思うんですが、いかがでしょうか。二

つ。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず学識経験者でございますが、町民の

方を考えているのではございません。けど

も豊能町のことをよく御存じであるとか、

豊能町について真剣に考えていただける方、

これらの方にお願いしたいというのは当然

の思いでございまして、今現在当たってお

ります大学の先生はそのような方というこ

とでございます。大学の先生は豊能町の住

民さんではございませんけども、今申し上

げたとおり豊能町のことを考えていただけ

るという方というふうに思っておりますし、

その他住民の代表の方とか産業界でありま

すとか金融機関でありますとかそのような

方については当然豊能町のことに詳しい方、

豊能町にお住まいの方、豊能町の事業所が

ある方、このような方でございますので、

豊能町について一緒に考えていきたいとい

うふうに思っておりますし、それらの方の

お力を得てやっていきたいというふうに思

っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 
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  やはり豊能町のことを考える上でも、や

はり他府県に住んでおられる方というのは

その実情というのは本当に生活的にわかっ

ていらっしゃるかどうかというのは不安な

ところがあるんですね。豊能町内にもあち

らこちらに大阪大学の先生、関大の先生、

今現職でいらっしゃいます。非常勤で行っ

ている方もおられます。そういう方も検討

に入れてもいいんじゃないかという思いが

するんですね。何かあったら相談してやっ

たるでという大学の先生いらっしゃいます。

ですから町外から連れてくるんではなくて、

やはり第一義的には町内で、本当に町に税

金を納めている方というのがやっぱり第一

義に選んでいくべきじゃないかと思うんで

すね。ですからさっき言ったように、町外、

本当に町外の人でも考えていらっしゃる人

多分いらっしゃるでしょう。しかし実際に

ここで根を張って生活してどういうこと困

ってるんだということもやっぱりわかって

いかないと、いい施策的にはできないと思

うので、もう一度人選を広げていただいて

やっていただくお考えあるかどうか、あと

１点だけですけど、よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  我が町のことを我が町のみんなで考えて

いく、もうこれ一番大事なことかというふ

うに思っております。ただ、今回この審議

組織を、国のほうもこういう形でやれと、

先ほど言いましたように附属機関に位置づ

けるかどうかというのは別ですけれども、

そこに含まれる人材はこういうジャンルの

方ですよというのもお示しがあるわけです。

その中で豊能町にいらっしゃる方もおられ

るでしょうし、例えば交通と、もしくは金

融機関ということであればその本体は我が

町にございませんので、他の地域からそう

いうことをお願いするということになるか

もしれません。そしてもう一つは、きょう

の朝の全員協議会でも出ておりましたけど

も、まさにこれに一番近い当事者の御意見

を聞く。だからその人も入ってもらったら

どうかということも御意見いただいたとい

うふうに思います。まさにそうだと思いま

す。ただ、この組織の中にダイレクトにそ

の当事者を入れることということもまた難

しいところもあるかと思いますので、先ほ

どからタウンミーティングというふうな形

も御指示ありましたけれども、それがタウ

ンミーティングになるのか、プロジェクト

チームになるのか、はたまたワーキングチ

ームになるのか、ちょっとそこはまだわか

りませんけれども、この審議組織以外にい

ろいろなところで意見をもらえる場、議論

をできる場というのは、これはちょっとあ

わせて考えておるところです。人選もです

けども本当にそういう方、この場でお願い

して申しわけないんですが、本当にこの、

一番最初申し上げましたように、やっぱり

我が町のこれからのことですので、我が町

のみんなで考えていく、これ何よりも大切

なコンセプトかと思います。ええ人いらっ

しゃるよということであれば、どんどん、

どんどんまた情報をいただければというふ

うに思っておりますので、あわせてどうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  あとございませんか。 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  ２番・管野です。 

  ２ページの下のほう、時代に合った地域

づくり、安全・安心地域連携、何年までに

何個という意味がわからないのと、それか

ら安定した雇用の創出ということなんです
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けど、私は学校支援事業のコーディネータ

ーやってて、やる仕事もあるしやってくれ

る人もあるけれども１００％ちゃんと送り

込めなかったんですね。不満もあったんで

すけども、それよりもっと大きいことです

よね。それを、このメンバーでと言ったら

変ですけども、このメンバーでできるのか

大変心配しているんですね。例えば一番上

の子育て中の保護者、先ほどＰＴＡの代表

とおっしゃいましたけど、今ＰＴＡの大き

な役はみんな探すのもとっても大変で、ま

たこの仕事ふえたみたいな、もう一つあり

ますよね。小中一貫校の審議会でしたかね、

そこにも出さなあかんということで結構大

変やなと思ってるんで、このメンバーを議

会の承認はなしでやられるのかということ

と、それからちょっと今の教育機関という、

学識経験者というのは大変不安に思ってい

るところです。まずこの構成メンバー、議

会の承認は要るんですかということも。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず１点目、何年までに何個の意味がわ

からないということでしたが、特にこのた

めに書いたとかいうものではなくて例を書

いてあるだけでございます。例えば何年ま

でに何個、想定できるとしたら連携した数

が何個とか、できたＮＰＯが何個とか、そ

んなことでしょうかと思います。 

  それから、メンバーについて議会の承認

はということでございますけども、これは

町長が任命をするということで議会の承認

は必要ございません。議会に当然御報告は

いたしますけども、議会の御承認をいただ

こうということは思っておりません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  今、副町長おっしゃったんですけども、

議会からも、個人的にでしょうけれども推

薦はしてもいいということなんですけど、

ちょっと今の答弁と違うような気がするん

ですけど。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  部長が申し上げたのは審議会の委員を選

定するのに、これはもう町長の権限でもっ

て選任いたしますので、そこには議会にお

諮りするという、そういう手続はないとい

うことです。ただ、実はきょうこの場で御

承認いただけるというふうに私は思ってお

りますけれども、その後すぐに走りたいと

いうこともあって、いろいろなところに既

にもういろいろなお話をさせていただいて

いるというのは事実ですが、反対にかたま

り切れてないということもまた事実です。

きょう我々が知っている人材、それはもう

限られたものでしかないと思いますので、

いろいろ推薦という形でいただけるなら、

それもあわせて検討させていただいて、よ

りよい審議組織というのをつくりたいとい

うことです。推薦いただいたから必ずとい

うことではないのかもしれませんが、より

多く目の中に入れて、その中から選ばせて

いただければ少しでもいいものができるん

じゃないかと、そういう思いで申し上げて

おります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  管野英美子議員。 

○２番（管野英美子君） 

  先ほど全員協議会で１２名程度っておっ

しゃったんですけども、たくさんふえると
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いうことはないんですか。バランスはどう

考えておられますか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  審議会でございますので、余りたくさん

の人数でやるということはかえってふさわ

しくないのではないかというふうに思って

おりまして、十二、三名というのは上限が

もう十二、三名、これがもういっぱいいっ

ぱいだろうなというような思いを持ってお

ります。ほかの審議会ではもっと少ない、

一桁台の審議会もたくさんございますし、

今申し上げた十二、三名を超えますと一言

も意見をおっしゃらない委員さんがおられ

たり、ばらばらでまとまらなかったり、ま

たその進行役の会長さんがなかなかまとめ

られなかったりというようなことで大変な

ことになるのかもしれないというふうな思

いも持ってまして十二、三名が上限だろう

なというふうな思いは持っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  質疑を聞いてて本当、情けないなという

感じがするんですけど、この定住化とかっ

て今に始まった問題じゃなくて、これまで

もずっと言われてきたことで、当然ながら

そういったものがビジョンがあってしかる

べきだと思うんですが、何か今からつくる

ような感じのことを答弁されるので、おい

大丈夫かいというふうになるんですけど、

これまで私含め、議員の多くも何度もこの

将来ビジョンを示してくれということを言

ってきました。でも実際には示されたこと

はありません。それで町長は、施政方針で

毎年示されているとも言われました。そこ

でビジョンが示されているんであれば、今

回のビジョン策定というのは要らないのか

なとも思うんですけど、施政方針と今回の

ビジョンとのは違うということで、どこら

辺が違うのかというのをまずお聞かせくだ

さい。 

  それと、こういった計画とかつくるとい

うのはよく行政の方好きだなと思うんです

けど、じゃあ総合計画との違いですね。そ

こもちょっとお聞かせいただけますか。 

  それとあと、豊能町の特徴って、ここ数

年、１０年近く変わってないと思うんです

よ。これまで町長もそのプロジェクトチー

ムをつくっていろいろ町おこしとか検討し

てきたと言ってますので、その中で何か生

かせるような具体策、そういったものがあ

るのか。それで何か核となるものがあるの

か。それとも全く一から審議会に、今から

ビジョンつくりますみたいな感じなのかを

お聞かせいただけますか。 

  それと、これまでも定住化施策を実施し

た際には常に数値目標を示してくれという

ことをお願いしてきましたけども、示され

たことはございません。なかなかそこまで

の分析はしていないということの答えがほ

とんどです。今回、総合戦略策定では施策

ごとに数値目標を設定するとなっています

が、今までと方向性というものは違います

が、国から言われたから町長はされるんで

すね。何かよくちょっといろいろ理由とか

方針がちょっと変わるもんですから、一応

確認させてください。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  何点かあったんですけども、一つは今回
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の総合戦略と毎年出されるものの違い。こ

れはもう当然ながら毎年のものにつきまし

ては今ここに今やってるもの。総合戦略と

いうのは今後これからの５年間どうしてい

くのかということについて、これ、これか

ら考えていくというものでございます。 

  それと、あとは総合計画、当然これは以

前につくられたものもありますので、それ

も一定見据えながら今後も考えていきたい

ということでございますので、総合計画も

見据えてこれ総合戦略をつくってまいると

いうことでございます。 

  それとこれまで検討してきた、当然なが

らこれまで検討してきたことについても、

これは使えるものについては使ってまいり

たいというふうに当然ながら思っている次

第でございます。 

  あと数値目標、こちらにつきましては今

回の総合戦略、こちらにつきましてはこれ

は数値目標というものは示してまいりたい

と思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  まず総合計画等も当然見据えながらとい

うことなので、でも大体総合計画に書いて

あるのはかなりのことが書いてあるなと思

うんですけど、ではそことはダブらないよ

うにつくられるということか、そこだけを

お聞かせください。そこに書いてあること

を繰り返すんであればわざわざ審議会なん

て必要ないわけですから、そこにはないも

のを改めて具体策として出されるという認

識でいいのかお聞かせください。 

  それと数値目標についてですけども、３

月に改定した乳幼児等医療費助成の際も、

ついこの間ですね、数値目標を設定してな

いと答弁されてますね。そこら辺、整合性

というのは、町の方針としてそこら辺は今

まで目標ってつくってないわけですよ。そ

れを今回はつくる、そこら辺の整合性とい

うのはどう考えておられるのかお聞かせい

ただけますか。 

  それと今までもいろいろと、プロジェク

トチームで議論をしてきたというのは知っ

てます。何回も答弁されてます。それでそ

の中で豊能町はこれだみたいな、生かせる

ものというのは今出せないんですか。もう

あるでしょう。生かせるものがあったら生

かしたいみたいな、また抽象的な表現にな

るんですけど、具体的にここでこんなもの

があったからこれを核に据えるとか、これ

やったらいけるやろうとか、そういったも

のが今の段階で一つもないんですか。そこ

だけお聞かせください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず総合計画との関係でございます。総

合計画は、町長も申し上げましたとおり１

０年計画でございますけども、この間の補

正予算３月でもお示ししたとおり、まち・

ひと・しごと総合戦略にはあのような事業

の中身を書いていくというようなことで、

そこは大きく違うわけでございます。ただ、

総合計画との関係というと、総合計画には、

言い方は悪いんですけど総花的といいます

か大きいことが書いてあって、まち・ひ

と・しごとはそれぞれの事業を個別に書い

ていくので、総合計画の実施計画に近いの

かなというようなイメージは持ってござい

ます。関係が全くないのではなくて、関係

はするけれども中身の濃さが、具体性が全

く違うというふうに御理解を願いたいと思

います。 

  それから数値目標について、子ども医療
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費助成の数値目標がないということでござ

いますけども、国に出しましたものには、

ちょっと今手元にないので何とも言えない

んですけども、子ども医療費助成の数値目

標もございます。ございますけども、ちょ

っと今手元にないのでお答えできない、申

しわけないと思います。 

  それからこれまでやってまいりました、

町長が設置しましたプロジェクトチームの

中で具体に生かせるものということでござ

いますけども、例えばプロジェクトチーム

では妙見口の駅前をどうするかというよう

なプロジェクトチームもありましたが、そ

のプロジェクトチームが導き出した結論は、

スーパー銭湯のような足湯のそういう温泉

施設とかそういうものがふさわしいのでは

ないかというような結論を導き出しており

ますけども、例えばそういうことは具体的

に考えたものもあるので総合戦略に盛り込

むということは可能かなというふうには思

いますが、さっきも言いましたように国が

まず総合戦略をつくっておりまして、その

国の総合戦略に沿った形の町の総合戦略が

あれば、その町の事業に対して国が交付金

をくれるというものでございますけども、

ことし３月にお示しした交付金もそうでし

たが、ハードの整備には交付金使えないと

いうのが、今国が示している交付金です。

ですから今言うたような温泉施設のような

ものは当然ハード施設でございますから、

ひょっとしたら交付金にはなじまないとい

うふうになってしまうのかもわかりません

し、その辺は国の意向とか国の意見、事業

の中身を勘案しながら、何を総合戦略に盛

り込んでいって国の交付金をとってくるか

ということはよく考えてやりたいと思って

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永並啓議員。 

○９番（永並 啓君） 

  総合計画の実施事業版ということですけ

ど、済みませんね、それはもうとうにでき

てないとだめなんじゃないんですか。だっ

て総合計画１０年分の長期のを立てますよ

ね。それを実行するためには常に毎年、毎

年細かい実施計画をしていかないと長期の

計画なんて全然成り立たないですよね。今

からつくるもんじゃなくて、常に総合計画

を見据えた豊能町の事業というのがあって

当たり前のはずなんですけど、それはない

んでしょうか。それを最後にお聞かせくだ

さい。 

  それと数値目標ですね。何か国には示し

ているということですけど、委員会ではな

いと言われてますからね、答弁で。そこだ

けちょっと整合性とっといてくださいね。

委員会で違う答弁してますよ。 

  それと、よろしいですか。今まで数値目

標、数値目標ってただ目標設定したらいい

というわけじゃないんですよ。その数値を、

目標達成の根拠が要るわけですね。こうい

った分析をした結果、例えば人口の定住化

やったら他市町村の都心部に住んでる人１

００人ぐらいにヒアリングをした結果、四、

五十分通勤してもいいという方が何割かい

た。だから豊能町の人口増はどれくらい見

込めるとか、数値目標を設定するからには

その目標設定の根拠が要るわけですね。で

もそれを今まで町長の答弁であるように数

値目標というものはしてこなかった。それ

が本当にできるのかどうか確認させていた

だきたいと思います。 

  それと、今までプロジェクトチームでい

ろいろやってきました。スーパー銭湯だけ

ですかね。もっと豊能町の、スーパー銭湯

ハードと言うかもしれないですけど、じゃ

あハードってお金かかりますよね。常に財

政難、財政難て言ってるのはそこに座られ
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てる方のほうが常に財政に関してはシビア

に感じておられるはずですよね。それだっ

たらなおさらハードじゃなくてソフトの町

おこしのことを考えていてしかるべきだと

思うんですが、そこら辺は本当にないんで

すか。３回目ですから町長含めてお答えく

ださい。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、ことし３月議会で補正をいたしま

した子ども医療費の数値目標でございます

が、年間助成件数が5,９６３件、平成２６

年度、済みません、平成２７年度分は１万1,

７４６件が数値となっておりまして、これ

によって子どもの医療費に係る負担につい

て経済的負担が少なくなって安心が増した

と思う人の割合、これを指標値にしようと

いうことで、安心が増したと思う人の割合

を６０％にしましょうという数値目標を掲

げておるというものでございます。 

  それから、実施計画などはもうあってし

かるべしではないかというような御意見で

ございます。実施計画の前に基本計画とい

うのが実はあって、総合計画は基本構想が

大きいのがあって、５年単位で見直すこと

ができる基本計画というのがあって、二、

三年ごとにローリングをする実施計画とい

うのがあるというようなことでございます。

その実施計画というのが細かな事業そのも

のを書いていくものでございますけども、

それを今現在見直している、ことし実は基

本計画そのものを見直す年で、ちょうど、

ちょうどという言い方は悪いんですけども、

総合計画とこの今回の総合戦略の策定がぴ

ったりタイミングが合うておるということ

で、この豊能町についてはこの総合戦略の

策定とともに総合計画における基本計画の

見直しも一緒に行おうというふうな思いを

持っておるところでございます。 

  それからプロジェクトチームの成果、銭

湯だけかというようなことでございます。

ちょっと今手元に資料がないので具体にお

話しすることはできませんけども、例えば

空き家、空き地プロジェクトチームいうの

もありましたけども、どうして空き家が多

いのか、どうして転入が少ないのかという

ようなことも調査をいたしましたけども、

前もここで言いましたが、転入される方々

は地縁がある方、それから価格が安いから

転入したという方が、もうこの２種類が転

入される理由が一番多いと。転出される理

由は一番何が多いかというと就職だったと

思います。就職と結婚でしたかね。どうし

て若い方が豊能町を選ばないのかなという

ことになると、やっぱり住宅が一戸建てが

多いとか賃貸住宅がないとか集合住宅がな

いとか、少ないとか、そういうようなこと

であったので住宅政策そのものを見直す、

まさしく今永並議員のおっしゃったソフト

面での規制の緩和といいますか、そういう

ようなものもやっていくべきではないかな

というようなプロジェクトチームの結論も

１点あったので、そういうことも含めて総

合戦略を練っていくというようなことを考

えているものでございます。これまでプロ

ジェクトチームで練ってきたものについて

また一つ一つ検討は加えていくものという

ふうに思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

の委員の報酬が7,０００円ということなん

です。この7,０００円という金額がそれで

妥当かどうかって、どういうふうな基準で
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そのようにされたんですか。例えば情報公

開審査会会長は１万5０００円って書いてあ

ります。上を見たら審議会委員は7,０００

円ということなので、それと一緒なのかな

というふうに考えたのかなという考えもあ

るんですけど。 

  それともう一つ。先ほどメンバーですね、

審議会のメンバー１２人から１３人という

ふうに聞いておりますが、全然、呼んで座

ってもらってたからそれで満足というよう

なメンバーでは、やっぱり今回は困ると思

うんですね。本当に町に住んで、例えばこ

こから大学、高校、通勤しました。その後

就職して何年か、例えば何年間以上納税し

てますというようなメンバーの方もやはり

入れるべきではないか。その方たちがここ

を離れないように、どう考えていったらい

いか、実のある議論をそのメンバーの中で

していただきたいと私はぜひとも思うので、

その人選もとても大事ですし、それからい

てもらってそれで満足するようなものでも

ないと思うんです。例えば、あしたも一般

質問の中でさせてもらうんですけど、地域

公共交通ですね。実際、バスに乗ってるか

乗ってないかわからないメンバーを入れと

くというのもまた難儀なもんでもあります

し、いてもらっただけで安心というような

メンバーではいけないと私は思います。そ

の点についてお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ２点について。答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず委員報酬なぜ7,０００円かというこ

とでございます。それは今議員の御指摘に

なったとおりでございます。 

  それから座ってもらっているだけのメン

バーではだめというようなことで、人選の

ことでございますけども、それは我々同じ

思いを持っておりますので、そういう視点

でメンバーを選んでまいりたいと思ってお

ります。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  では、メンバーですね。納税何年しても

らってるメンバーを今当たろうかなって本

当に思ってらっしゃいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  納税何年しているからというような、そ

んな選び方はいたしませんけども、豊能町

のことを一緒に考えていただける、そうい

う方を選んでまいりたいと思っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  井川佳子議員。 

○５番（井川佳子君） 

  済みません。私事ですが、うちの娘、高

校、大学とここから通学しまして、そして

５年間納税させてもらったんです。なぜこ

こを出て行ったか、それは彼女は結婚なん

ですけど、でも例えば、近くに、もし例え

ば、彼女の友達の中にも働いてる人いっぱ

いいます。でも聞いたら池田に住んでいる、

川西に住んでいる、宝塚に住んでいる、大

阪市内に住んでいる、江坂に住んでいる。

彼女たちなぜそうかというと、やっぱり通

勤が不便だからなんです。それはもう聞か

なくてもわかっているようなことですよね。

だから彼女たちが、彼たちが、彼女、彼た

ちがここを教育していただいてそして無事

に育って出ていきました。なぜ出てったか

という、いまここに、納税、もちろん今言

いましたように納税している人が出て行か

ないようにという観点も必要だし、ここで

教育受けて地域に住んでる子どもたちにも
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ちょっと意見を聞いていただきたいなと今

思ってるんです。それもお考えいただけま

す。若い世代ですね。どうやったら呼べる

か、どうやったらここへ住んでもらえるか

というのは彼女や彼女たちに聞いたらとて

もわかると思うんですけど、いかがですか。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  審議会におきましては住民代表の方々に

入っていただきますけども、今議員のおっ

しゃったような若い方々の御意見、これ当

然聞きたいと思っておりますので、審議会

以外の場で、これは全員協議会でも申し上

げておりましたけども、ワーキングになる

のかヒアリングになるのかわかりませんが、

そういう形、いろいろな形をもって若い

方々の御意見、また町を出ていった方の御

意見、入ってきてくださる方の御意見、こ

のようなものも当然まとめてまいりたい、

聞いていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  高尾靖子でございます。 

  議論は、この地方創生の補助金というの

は平成の大合併のときの交付金、合併交付

金、あのような状況のように思えてならな

いんですね。結局うまくいかなかったらそ

のまま疲弊、自治体は疲弊して不便な思い

をしながら、今、消滅自治体と言われてい

るような状況に追い込まれる、そういう危

険な事態になる計画だと思うんです。いず

れはそういう先が見えてくると。今、千早

赤阪村ももうその寸前に入ってきている、

豊能町、能勢町も近いところに入るという

ことですけども、今は年々の健全化、財政

健全化ではまだ正常にいってるいうことの

評価はあるけれども、しかしこのまち・ひ

と・しごと創生というので一生懸命これは

計画練られておりますけども、やはり何事

においても国でも府でも３年間は補助しま

す、しかし後は自治体でしなさい、そうい

う結果は全然いいことが結果的には続いて

いってないんですよね、今まで。もうこれ

財政がなくなったからやめますって、そう

いうのが、もう続いてきてる状況です。そ

ういう中で、これプロジェクトいろいろつ

くるいうことには何か夢があって、すごく

いいんですけども、本当に生かされるかど

うか、私、心配です。５年後どのような結

果が出るかというのは、成果が全くなしに、

もう滅びてしまっているか、そういうよう

な状況が、今、人口減少が毎年５００人以

上続いているような状況が続いてるので、

この人口、現状分析、ずっとこう肯定のイ

メージを書かれておりますけれども、これ

から本当にしっかりと論議していかないと

時間がかかると思います。 

  それで、私は前から言ってきているんで

すけども、タウンミーティングをやはりし

て、皆さんの意見を、いろいろな知恵をも

らっていくいうのが一番近道かなと思って

いるんです。そういう点で、そういう方法

と、それからパブリックコメントも大事だ

と思いますけれども、そういう方法でまず

いくことが大事なんじゃないかなと思うん

ですけども、その点のお考え。 

○議長（竹谷 勝君） 

  タウンミーティングとパブリックコメン

ト。 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  いろいろ御示唆いただいているんですが、
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二つの見方が要るのかなというふうに思い

ます。要はこれ、国も総合戦略をつくって

いるわけです。その中で、国も全体が減る

中でみずから考えろと、こう言っているわ

けです。これをしゃくし定規に捉まえると、

どこかからどこかへ移動すると、こういう

ふうな形にもとれるわけです。ですから、

国が考えていることをベースに独自の戦略

ですね。もう計画ではなくて戦略、独自の

戦略をうたい込めという、そこなんです。

ですから本当に我が町にとって何が一番い

いのか、望ましいのかということを、一つ

でもいいですからきちっとうたい込んでい

って、やっぱりそれは実現というか、効果

に結びつけていくということが要ると思い

ます。 

  それで、先ほどからいろいろいただいて

いるその委員のその特性というところであ

るんですけども、確かに、中に入っている

から見えているものというのはあるかもし

れませんが、逆に言いますと外が見えない

のかもしれません。やっぱりいろいろなと

ころでいろいろなことが行われているとい

う、そういう知見も実は考えている中で要

るのかなというふうに思います。その中で

今我が町が持っている状況、課題、それと

将来性、それをどう見きわめていくのかと

いうことですので、やっぱりそこは有機的

に結合しないといけないというふうに思い

ます。ですからその委員として審議するこ

とと、いろいろな意見を皆さんから聞かせ

ていただくこと、違うステージでそれはち

ょっと持っていきたいなというふうに思っ

ておりますのでよろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  タウンミーティングは今平成２７年度中

に計画を立てないけないということで、本

当にもう３月、来年の３月までというと確

かに期間は短いいうことですけれども、し

かし豊能町にいらっしゃる方という、本当

に貴重な、これまでまちづくり、この豊能

町に長いこと住まれて頑張ってきておられ

る方もいっぱいおられます。大学の教授も

おられますし、そういうもとで、外から見

た豊能町というのも大事だと思いますけど

も、その点で審議会のメンバーは本当に重

要な位置づけになると思いますし、私、西

粟倉村って岡山県にありますけども、そこ

は本当に今さっき中井副町長がおっしゃっ

たみたいに独自で森の学校という間伐材を

利用して机やお箸、割り箸までつくって若

者を育成して頑張っておられる、そういう

のを、やはり身近なところでの問題を取り

上げてできる、そういうような人材も本当

に大事だと思うんです。豊能町の財産とい

うか、そういうものを生かしていく、そう

いう方たちをもっともっと見いだしていく

いうことが大事だと思いますけれども、そ

の点についてもう一度ちょっとお聞きいた

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  そうですね。おっしゃっていただいてい

るとおりかなというふうに思います。もち

ろんそれはそのマクロに見るのかミクロに

見るのかという、ミクロでいいのかな、マ

イクロで見るのかという、その二つの見方

が要る中で、やはりその町全体のことも一

つ大きなものとして戦略の中に打ち込む。

そしてまたそのいろいろなジャンルの中で、

いろいろやっぱりこの特性、ノウハウを持

っておられる方、そういう方いらっしゃる、

それは間違いないと思います。この町の人
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材というのはすごい豊富な人材がいらっし

ゃると思いますので、それは本当に一つ一

つのジャンルでそういう方ぜひとも活躍い

ただきたい。もっと言いますと、そういう

人材も含めた我が町の財をこの中でどうい

うふうに生かしていくのかというふうなこ

とも考えていかなければいけないなという

ふうに思います。 

  それと先ほど、実はハード面の話が少し

あったかというふうに思います。そこには

非常に多額のイニシャルがかかるというこ

とですので、基本的には直接一般財源の投

入ということではなくて、できるだけ民間

にそのことをお願いできないかというふう

な視点ですね。そういうようなことで考え

ております。逆に言いますと民間がそこに

乗っていただけないということになります

と、なかなか採算性が悪いということにも

なります。そのときの判断としてじゃあど

こまで一般財源投入するのか、次の判断に

なってくると思いますが、できるだけ民間

に乗っていただけるような形、そういうふ

うなことも考えていきたい。そこに有用な

人材をどうリンクさせていくのか、そうい

うふうなことかなというふうに思っており

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高尾靖子議員。 

○１２番（高尾靖子君） 

  大変困難なことだと思います。人口が流

出していってるいう中で企業が本当に来て

くれるかという問題が大きくやっぱり立ち

はだかっていると思うんですけれども、宮

崎県のようなシーガイアで人が来なければ

もう撤退すると、そういうふうな状況がも

う明らかにいろいろ例として挙げられてお

りますけれども、そういうことをやはり踏

まえて緻密に進めていくいう、町の人たち

に本当にいろいろな意見をいただくいうこ

とが私は大事だと思ってるんですけど、そ

の点について指摘だけしておきまして、答

弁は要らないですけど努力していただきた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  簡潔にお願いします。 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  総合戦略の関係ですけれども、期間が平

成２７年度中に策定ということで具体的に

平成２８年から平成３１年までの間ですね。

２ページの基本目標と基本的方向に沿って

やっていくんですけれども、その中の１ペ

ージの策定と実施、先ほどＰＤＣＡの話だ

ったんですが、ＰＤＣＡをやっていくこと

が一番大事やと思いますし、ＰＤＣＡにつ

いては平成２８年度から毎年この基本目標

と基本的方向に沿って毎年ＰＤＣＡをやっ

ていくのかというところをちょっと教えて

ください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  お尋ねのとおり毎年度実績を見ていくも

のというふうに考えております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  永谷幸弘議員。 

○３番（永谷幸弘君） 

  毎年ＰＤＣＡやりながら、要するに協議

会の中でやるんですね、これは。その中で

評価をしていくと思うんですけれども、こ

れが実際に基本的目標と基本的方向、まだ

具体的には出てこないんですけれども、そ

れとこのＰＤＣＡとのかかわりなんですが、

実際に本当にこれチェックしてアクション、

次の方向ですね、やっていかれるかどうか。

これやっていかないと当然５カ年計画で収
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まりきれないんですけど、この点について

再度よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  ＰＤＣＡのやり方でございますけども、

審議会をずっと置いたまま５年間審議会で

ＰＤＣＡをやっていくという方法と、審議

会は策定まででその後は町内部でＰＤＣＡ

をやるとか、いろいろなＰＤＣＡのやり方

はあると思うんですけども、そこまでちょ

っとまだ詰められていないというところで

ございます。ＣとＡのやり方については、

当然チェックをしてそのプランが進んでい

なければより効果が出るようにプランを変

えていくというようなことは毎年それは必

要であろうというふうに思っています。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  あとございませんか。 

  途中ですけども、この際、暫時休憩をし

ます。 

  再開は、放送をもってお知らせします。 

（午後２時５８分 休憩） 

（午後３時３２分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑のある方。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  福岡邦彬、反対討論をいたします。 

  この問題は国から市町村におりてきたと

いう経緯はありますが、甚だ国の施策に間

違いがあると私は考えております。なぜな

らば先ほど高尾議員からも話がありました

ように、どうも平成の合併のときに小さい

町や村が今、七、八年たった現在見たとき

に全部で疲弊し潰れていくような現状を見

たときに、本当にこれでいいだろうかとい

う感じでおります。私は午前中の話の中で、

町がこれをやる場合は、町があるいは職員

が強い意志を持ってある１点、あるいは２

点でもいいです。これに向かってやるべき

だと私は考えております。その意味でこの

ようなわけのわからない、はっきり言いま

す、安定した雇用の創出なんてこんな問題

できるはずがありまへん。よって私は町並

びに町長部局あるいは行政の皆さんが強い

意志を持ってこの問題に取り組んですばら

しい豊能町をつくっていただくように、私

はあしたの一般質問でも提案もいたします

し、そのことに向かってやっていただくよ

うにお願いして反対討論とさせていただき

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  次、討論。賛成討論、反対討論、ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（多数起立８：５） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立多数であります。 

  よって、第３１号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第１３「第３２号議案 平成２７年

度豊能町一般会計補正予算の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中井副町長。 
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○副町長（中井勝次君） 

  第３２号議案、平成２７年度豊能町一般

会計補正予算の件につきまして御説明申し

上げます。 

  お手元の補正予算書の１ページをお開き

願います。 

  平成２７年度豊能町一般会計補正予算

（第１回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額からそれぞれ2,９２５万円を減

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６２

億５７５万円とするものでございます。補

正後の款項の区分及び歳入歳出予算の金額

は、２ページ及び３ページの「第１表 歳

入歳出予算補正」の記載のとおりでござい

ます。 

  次に、第２条といたしまして地方債の補

正でございますが、４ページをお開き願い

ます。 

  「第２表 地方債補正」に記載のとおり、

水道事業会計出資債として地方債を新たに

発行するものでございます。なお、対象事

業は高山配水池の耐震補強実施設計業務及

び新光風台高区配水池の耐震補強工事でご

ざいます。 

  それでは、今回の歳入歳出予算の補正内

容につきまして、まず歳出から御説明申し

上げます。 

  恐れ入ります。１０ページをお開き願い

ます。 

  款２・総務費、項１・総務管理費、目

１・一般管理費の７．基金管理事業ですが、

ふるさと寄附金のうち、ことし４月、５月

に見込まれる、高山右近没後４００年記念

事業に対する寄附をふるさとづくり基金に

積み立てるものでございます。 

  次に、目６・企画費の４．地域活性化事

業ですが、高山右近没後４００年記念実行

委員会への負担金を、ふるさと寄附の増に

より補正するものでございます。 

  次に、少し飛びますが、目１１・自治振

興費の４．自治会運営支援事業ですが、東

ときわ台自治会館の改修工事に対する補助

金を補正するものでございます。 

  戻りまして、目９・電子計算費、目１

０・防災諸費、それから１１ページの款

３・民生費、項１・社会福祉費、目８・子

ども医療費助成費、それと款４・衛生費、

項１・保健衛生費、目３・母子衛生費の４

項目につきましては、国の平成２６年度地

域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金

に係る補正に伴い、町の平成２６年度補正

予算で対応したものについて平成２７年度

予算に計上しておりました重複分を、今回

減額補正をお願いするものでございます。 

  次に、１２ページをお開き願います。 

  目７・上水道費ですが、４ページの「第

２表 地方債補正」で御説明いたしました

水道事業会計出資債を発行することとしま

したので、その財源振替を行うものでござ

います。 

  歳出につきましては以上でございます。 

  次に、歳入について御説明を申し上げま

す。 

  ８ページへお戻り願います。 

  款１７・寄附金、項１・寄附金、目１・

一般寄附金の１．ふるさと寄附金ですが、

ことし４月、５月の高山右近没後４００年

記念事業への寄附見込額を補正するもので

ございます。 

  款１８・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金は、今回の補正の

財源調整のため減額するものでございます。 

  目３・ふるさとづくり基金繰入金は、高

山右近没後４００年記念実行委員会への負

担金の財源とするものでございます。 

  ９ページをごらんください。 

  款２１・町債は、４ページの「第２表 
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地方債補正」のところで御説明申し上げた

とおりでございます。 

  御説明は以上でございます。御審議いた

だき御決定賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  小寺です。 

  町債の水道事業会計出資債、同じく、同

じ金額ですけど衛生費、保健衛生費の中の

上水道費ですかね。ここらと関係があると

思うんですけど、そもそも水道事業会計、

これ企業債というのがあるはずですよね。

ここで水道事業会計出資債との関係はいか

なる関係にあるんですかね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  この水道事業会計の出資債といいますの

は、一般会計が上水道の企業会計に繰り出

す資金を借りることができるというもので

ございまして、企業債は水道企業そのもの

が起債をするものでございます。したがい

ましてその水道事業出資債は一般会計が起

債をして、起債した全額を水道に繰り出す

というものでございます。繰り出した額、

起債した額に対しては地方交付税措置があ

るというものでございます。したがいまし

てただ単に繰り出すだけではなくて、起債

をした上で繰り出すことによって一般会計

としては交付税分助かるという仕組みでご

ざいます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると、その水道事業会計のところ

に繰り入れてくるということですけれど、

それはどういう勘定科目で受けるというこ

とになりますかね。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  上水道会計のほうでございますけども、

平成２７年度当初予算で組ませていただい

ております。今回の出資金につきましては

長期前受金で受けさせていただくというこ

とになろうと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  長期前受金というのが新しい制度にのっ

とった勘定科目ですけど、これは要するに

減価償却と同時に消し合うと、利益を出し

ながら減価償却費用を出すということで消

し合うわけですよね。そうしたら今までは

このお金はどこで受けてたんですかね。そ

の長期前受金はなかったわけですよ、今ま

では。今回はありますけど。今までどこで

受けてたんですか、このお金は。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  起債関係でございます。また一般会計繰

入金につきましても資産ということで受け

ておりましたので、その勘定科目はちょっ

と覚えてませんけども、負債やなしに資産

というほうで受けさせていただいておりま

した。資本金の固定資本金ということで受

けさせていただいておりました。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  あとございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議長（竹谷 勝君） 

  ないようですので質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第３２号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第１４「第３３号議案 工事請負契

約の締結について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第３３号議案、工事請負契約の締結につ

いて御説明を申し上げます。 

  本件は、吉川支所改修工事及び旧吉川幼

稚園解体工事請負契約の締結について、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条に規定する契約

であることから、地方自治法第９６条第１

項第５号の規定により議会の議決をお願い

するものでございます。 

  契約の目的は、吉川支所改修工事及び旧

吉川幼稚園解体工事。契約金額は１億1,５

５６万円。契約の相手方は大阪府豊能郡豊

能町余野１３９番地の１、株式会社大西建

設、代表取締役大西久幸。契約の方法は一

般競争入札でございます。この入札の予定

価格は税別で１億1,１９１万9,０００円で、

最低制限価格は税別で9,５１３万1,０００

円でございました。入札参加業者は３者で、

落札率は９5.６％でございました。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  いわゆる吉川幼稚園並びに吉川支所の改

修。なぜ二つになったかということと、普

通ならば吉川支所と潰すのとまた改修とち

ょっと違うような形になると思うんですけ

どね。なぜ二つになったかという問題と、

もう１点は、この吉川幼稚園の解体工事で

出るいわゆる残滓ですね。これはどこに捨

てるんかという問題。さらに今吉川幼稚園

舎というのがあるんですけど、このいわゆ

る中学校の側に藤棚があります。それから

桜の木もようけ植わっております。これの

処分についてやるかどうか。またあした一

般質問でもやりたいと思ってるんですけど、

やはり今ここで適切かどうかについてお聞

きしたいと思いますのでよろしく。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず１点目、なぜ二つの工事を一緒にし

たかという点でございますけども、これ御

存じのとおり隣り合う施設でございますの

で、同時に工事をするということでござい

まして、同時にするに当たりましては経費

の節減、二つを一緒にしますと直接工事費

以外のその経費、一般管理費でしたか、仮

設費でしたか、そういう、ちょっと今名前

忘れてしまいましたが、そのような経費が

安くつくので一緒に施工するということに

したというものでございます。 

  それから工事で出るそういうがれきの類

でございますけども、これはルールに従い
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ましてリサイクルするものはすると、捨て

るものは捨てるということで、そういうこ

とで適切に処理をしてまいります。 

  それから藤棚と桜の件でございますけど

も、藤棚も桜も両方この際駐車場にいたし

ますときに撤去をする予定でございます。

藤棚につきましてはこの工事に合わせて道

路を若干拡幅する、車道も歩道も、車道を

拡幅して歩道といいますか歩行スペースを

設けるというようなことも考えております

が、ちょうどそのあたりに藤棚が当たりま

すので藤棚は撤去をすると。それから桜に

つきましては消防署側の公園との間、公園

側に桜が１０本程度あるわけでございます

けども、これにつきましてもほとんど老木

で一部枯れているというようなことでござ

いますので、この工事に合わせて桜も撤去

をするという予定でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  廃材について、経費節減、失礼、二つ工

事するのは経費節減だけですか。僕は別々

にしたほうが経費節減になると思うんです

けどね。しかも予定価格より９5.６％って、

ちょっと信じられない高額なもんで、おか

しいなという感じがしてるんですわ。別に

したらどうですかなというのがありますわ。 

  ２点目で、いわゆる廃材ですね、ルール

に従ってリサイクルするって、どういう方

法って、ちゃんとこれはきちんと決まって

るんですか。僕これ非常に、先輩議員がさ

っき叫んでおったんですけど、いわゆる箕

面森町と新光風台の工事どこが違うかいう

たら、箕面は何か大阪府がやって新光風台

は民間がやったと。民間のほうがやっぱり

きちんと大きなもので、ぼんぼんきちんと

整備して道路を引いたと。今御存じのよう

に、私はよく歩いてますけど、箕面森町ぼ

ろぼろでっせ、道路ね。わずか何年かでも

うまた張りかえておる。そういうことにな

らないかということを、先輩議員がおっし

ゃってましたんで、これはきちんとやっぱ

りやっとくべきではないかというのが私の

意見でございますので、もう少し詳しく、

リサイクルをどのようにするかということ

について、やっぱり契約条件の中に入れて

ほしい。 

  それから、私も道路を、こないだから聞

いて、駐車場にするということで心配して

ましたんや。桜も藤棚も。さくら老木やっ

て、あんな老木ってあんなにきれいに桜咲

くんですかね。ほんま。写真撮ってまんね

ん、わし。またこんな桜切るばかっておる

から切るやろなと思ってましたんや。写真

撮ってんねん。老木なんて言うたらあかん

と僕は思う。老木あんなきれいに桜咲くこ

とないとわしは思ってんねんけどね。ほん

まに老木と思ってはりまんのか。ほんで藤

棚も、本当にきれいな藤棚ですよ、あれ。

豊能町は自然があるどうのこうの言うて、

魅力があると言いながら、何で桜や藤切ん

ねんですか。置いときゃいいでしょうと私

は思ってますよ。これについてお答えくだ

さい。町長、責任持ってお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  まず、二つの工事を一緒にやった理由は

経費節減だけかということでございます。

それもそのとおりでございまして、経費の

節減のため、工事費用を安く上げるために

二つの工事を合わせてやるということでご

ざいます。 

  それからリサイクル等ちゃんと施工管理

ができるのかというようなことでございま

すけども、これにつきましては例えばコン
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クリートがらでしたら再生資源化をすると

か、あとは処分場に捨てるものについては

処分場ここというような特記仕様書に記載

をして、しっかりと業者を管理監督してい

くというものでございます。 

  それから桜につきましては老木ではない、

きれいに咲いているということでございま

すけども、老木ではあろうなというふうな

ことを思っておりますし、この際駐車場の

整備に合わせて伐採をしたいというふうに

思っております。それから藤棚につきまし

ても先ほど申し上げたとおりの答弁で申し

わけないんですけども、この工事に合わせ

て車道の幅員を広げるとともに歩行者のス

ペースも設けますので、ちょうどそこに藤

棚があることから、この際藤棚も撤去した

いというふうに思っております。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  福岡邦彬議員。 

○１１番（福岡邦彬君） 

  町長に聞いてんねんけどね。ほんまに桜

も藤も切りまんの。豊能町の財産でっせ。

自然の調和やとか言いながら切るの。道路

拡幅のために。置いといてもええん違うの。

３年ほど前にときわ台の桜切った馬鹿がお

った。１６本か７本切ったやつがおった。

町の職員や。３年か前やな。 

（発言する者あり） 

○１１番（福岡邦彬君） 

  おった。池田さんの時代や。名前も知っ

てるけど言わへん。そんなことあったんや。

あんなきれいな桜。今回も同じでっしゃろ。 

（発言する者あり） 

○１１番（福岡邦彬君） 

  そんなん言うたらあかん。そんなん誰も

思っておるかい。ほんまに町長、切るのあ

れ。一遍言うてくれ。すんまへんけど。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  田中町長。 

○町長（田中龍一君） 

  お答えいたします。 

  確かに豊能町自然が多いまち、御存じの

とおりでございます。そういった中でも、

ただ、ここにつきましては今支所の改修と

合わせましてこちらで駐車場、それと図書

館に行くまでの道、こちらも狭いというこ

ともありますので、この際これ拡幅して利

便性も向上するといったことで、今、桜、

藤棚あるというふうな御指摘あったんでご

ざいますけれども、そういったものにつき

ましても今回は申しわけございませんけれ

ども切らせていただこうと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  橋本謙司議員。 

○４番（橋本謙司君） 

  橋本です。 

  ３月議会で議会から付帯決議を出しまし

た。これについては有料化については再検

討するようにということで申し上げました

けども、これについて今もう２カ月たちま

したがどのように検討され、きょうの全員

協議会の説明ではこの工事については有料

化とは直接関係ないという答弁ありました

けども、今現状の進捗含めてどのようにな

ってるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  駐車場の有料化でございますけども、こ

のたび整備いたします旧吉川幼稚園の駐車

場だけでなくて、計画では西公民館の駐車

場と総合駐車場とこのたび整備する駐車場、

三つということで計画をしておりましたが、



 

 1－39 

３月議会での付帯決議を重く受けとめまし

て、このたび整備して直ちに有料化すると

いうことは見送ることといたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  高橋です。 

  福岡議員からも指摘ありましたように、

大事な町の財産、何十センチ以上というの

は財産登録されておるんじゃないかと思う

んですが、この点は何年か前に言ったの、

池田町長のときにも言ったことあるんだけ

ど、その点置いといて、藤棚あたりはどこ

か移設ということも考えられるんじゃない

かと思うんです。どこかの自治会の方にど

こかに植えるとこあれば、町民が憩えると

ころに移してあげるとか、やはりそういう、

全てもう根っこからなくすということでな

くって、そういうことも考えられるから、

ぜひとも検討していただきたい、そう思い

ますね。桜の木は確かに、邪魔にならない

ところはぜひとも置いといていただいて、

せめて１本か２本でもあれば町民の憩いの

場となれるんですから、よくそこんとこよ

く検討してもらいたいと、２点よろしくお

願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  要望でいいんですか。 

○６番（高橋充德君） 

  答弁お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  藤棚の移設という話でございます。そう

いうことを検討したことございませんので、

ちょっと今初めて聞いたところでございま

すけども、我々が考えておるのは先ほどと

同じ答弁になってしまうわけでございます

けども、果たして移設できるものなのかど

うか、ちょっと私もわからないので、今お

答えのしようがないというところでござい

ます。桜についてはこのたびの整備に合わ

せて伐採をしようというところに今のとこ

ろ変わりはございません。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  藤棚につきましては、私も藤、家にある

んですけど、これも移設しました。できる

んです。根っこからちょっと、根切りがう

まくやれば。新光風台の地域に一つ１カ所

藤棚があるんですね。非常にいい香りをし

て、よくあそこの歩いている方は見ておら

れます。そういうことにおいてやはり非常

にいいものについては、木をやっぱり大事

にしてあげる、町民が憩える場所を設けて

あげる。今まで検討したことないっておっ

しゃいましたけども、ぜひともこの点につ

いて１件検討して、ぜひとも移設できるも

のであればどこか探して移設していただき

たいと希望であります。 

  それと桜の木ですけれども、全て切らな

くてもちょっといんじゃないかなというや

はり思いはあるんですよね。そういう点は

もう一回検討の余地あるんではないかなと、

入り口なんかやっぱり厳しい面があったら、

これは難しいかもしれませんけども、全部

切るというのはちょっとやはり賛成しかね

るところもありますので、ぜひとも検討し

ていただきたいと思いますので、検討する

余地あるかどうかお答えをいただきたいと

思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 
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  二つの木について、残すもしくは移設の

検討の余地がということですんで、ちょっ

と考えてみますけども、一定考えた上でレ

イアウト等から今の御答弁申し上げてる答

えになったところです。 

  それで藤ですけども、僕の知識では非常

につきやすい植物だというふうに思います。

それは移設というよりも本当に持ってきて

すぐに育つ木じゃないかというふうに思っ

てますので、その場所も含めて、本当にや

っぱり皆さんが親しんでいただいた藤だと

いうことであれば、それは考える余地はあ

ると思いますけども、ただあの場所に形を

変えてというのはちょっと難しいかなとい

うふうに思います。きょうここで植物を守

る、木を守るということで御意見をいただ

きました。ところが日々我々のところに届

いている声は、もうそういう声は皆無でし

て、全て切れというふうな御意見ばかりで

す。ばかりといっていいと思います。とい

うようなことですので、私ども本当にどう

いうふうにこの町の中の緑を守るのかとい

うのはやっぱりこれからも、きょういただ

いた御意見をもとに考えていく必要あると

いうふうには思います。 

○議長（竹谷 勝君） 

  高橋充德議員。 

○６番（高橋充德君） 

  最後の質問なんですね。確かに森の中の

木ですから不必要なものもあります。歩道

に生えてる木というのはこれ非常にバリア

フリーから考えると邪魔だ、切ってくれと

いうのはあると思うんですが、やはり憩い

の場所的にあるものであれば、またこれ切

ってくれというのはまた別の話だと思うん

ですね。桜については確かに毛虫がいっぱ

いつきます。学校の通学路にもいっぱい毛

虫がばたばた落っこって、今はちょうちょ

になって飛んでますけども、消毒をせなあ

かんかもしれんけども、やはりもう一回、

もう答弁は結構ですけども検討を進めてい

っていただきたいなというふうに思います

ので、よろしく検討してください。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（多数起立１２：１） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立多数であります。 

  よって、第３３号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第１５「第３４号議案 動産の取得

について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第３４号議案、動産の取得について御説

明申し上げます。 

  本件は消防団の消防ポンプ自動車の取得

について議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第３条に規

定する契約に該当することから、地方自治

法第９６条第１項第８号の規定により議会

の議決をお願いするものでございます。 

  取得する動産は消防団消防ポンプ自動車

１台、契約金額は1,６０９万2,０００円、

契約の相手方は大阪府大阪市住吉区万代東

１丁目５番２２号、小川ポンプ工業株式会
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社代表取締役小河元、契約の方法は指名競

争入札でございます。なお本件の指名業者

は５者、予定価格は税別で2,１５８万1,９

００円、落札価格は税別で1,４９０万円、

落札率は６9.０％でございました。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。

ございませんか。 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  確認したいんですけども四輪駆動になっ

てますでしょうか。お聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。四輪駆動になってます

かということです。 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  今回の車両ですが、四輪駆動車でござい

ます。 

  以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  入札の価格についてですけども、６９％

いうことは低入札いうことにはなりません

か。お聞きします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  確かに落札率低うございます。ほか参加

しました５者につきましてはほとんど予定

価格に近いとか予定価格を１５０万円、２

００万円程度下回るというような業者ばか

りでございましたが、この小川ポンプ工業

だけが1,４９０万円、税別ですが飛び抜け

て低い札を入れたというようなことでござ

いましたが、低入札ということには当たら

ないのかなと、６９％でございますので、

最低制限価格はこのたび設定をしておりま

せんので、低入札には当たらないというこ

とでございます。仮に工事の場合は最低制

限価格を設定いたしますが、予定価格の３

分の２以上、６６％以上というようなこと

になりますので、工事に置きかえてもそう

いうものには当たらないのかなというよう

な印象を持っております。 

○議長（竹谷 勝君） 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  ちょっとほんまにちょっと心配するんで

すけどね。高いやつを安く入れると、納入

するということは、耐用年数とかに影響は

しないもんかと心配しているんですけども、

その辺の確認はどうなるんでしょうか。教

えてください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  納品検査はしっかり消防のほうでやって

いただき、よい製品を入れてもらいたいと

いうことで消防のほうに点検をしていただ

きます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 
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  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第３４号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第１６「第３５号議案 動産の取得

について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第３５号議案、動産の取得について御説

明申し上げます。 

  本件は消防署の水槽付消防ポンプ自動車

の取得について議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条に規定する契約に該当することから、地

方自治法第９６条第１項第８号の規定によ

り議会の議決をお願いするものでございま

す。 

  取得する動産は水槽付消防ポンプ自動車

１台、契約金額は5,５０８万円、契約の相

手方は、兵庫県三田市テクノパーク３２番

地、株式会社モリタテクノス西日本営業部

部長松岡孝正、契約の方法は指名競争入札

でございます。なお本件の指名業者は５者

で、応札は４者、予定価格は税別で5,５３

０万８００円、落札価格は税別で5,１００

万円、落札率は９2.２％でございました。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  １番・野村です。 

  先ほどのポンプ車は吉川分団へ行くと思

うんですが、この水槽付消防ポンプ自動車

は西、東どちらへ配置をされるのか。 

  それと5,５００万円かかりますね。これ

は消防車は何年で減価償却でしたかな。 

  以上２点お願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  高田消防長。 

○消防長（高田龍二君） 

  お答えいたします。 

  まず１点、配置場所の件ですが、西地区

の消防署に配置いたします。 

  それから減価償却の関係ですが、基本的

には規定はございません。一応今の本町の

考え方としては約２０年から２５年、走行

距離は約１０万キロ以上というのを目安に

更新を考えておるところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  金額もさることながら、豊能町の住民の

安全を守る、万が一に備えるいうことでご

ざいます。２０年しっかり車働いていただ

けるように整備等をしていただきたいと、

万一のときにはいつも稼働できるように整

備をお願いしたいと思います。 

  以上です。答弁いいです。 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成
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の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第３５号議案は、原案のとおり

可決されました。 

  日程第１７「第１号請願 重度障害者の

医療費助成、並びに公共交通機関の運賃割

引制度の精神障がい者への適用に関する請

願」を議題といたします。 

  お諮りをいたします。 

  請願提出者から、お手元に配付のとおり

訂正の申し出がありました。これを許可す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  次に、第１号請願については、会議規則

第９２条第２項の規定によって委員会の付

託を省略したいと思います。これに御異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  したがって、第１号請願については委員

会の付託を省略することに決定いたしまし

た。 

  これより本件に対する説明を求めます。 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  第１号請願、読み上げましての請願とい

たします。 

  豊能町議会議長竹谷勝様。日付は平成２

７年５月１９日でした。 

  請願者、豊能町精神障者家族会「きず

な」会長島悠紀夫。住所は東ときわ台３－

１７－１３。紹介議員は私、岩城でありま

す。 

  重度障害者の医療費助成、並びに公共交

通機関の運賃割引制度の精神障がい者への

適用に関する請願。 

  趣旨。平成５年に障害者基本法によりこ

れまでに主に医療の対象であった精神障が

い者が障がい者福祉の対象として位置づけ

られ、身体障がい者や知的障がい者と同水

準の福祉施策や制度が整備されるべき根拠

が与えられました。しかしその後も障がい

者福祉において精神障がい者と他障がい者

との格差は解消されていません。取り分け

掲題の２項目は重要項目と考え以下に請願

致します。 

  １．重度障がい者の医療費助成について。

身体障がい者及び知的障がい者の重度障害

については全ての医療費が助成の対象とな

っていますが、精神障がい者については精

神科の通院費以外の診療科目については助

成の対象になっていません。大阪府精神障

害者家族連合会（大家連）が実施したアン

ケート調査の結果でも、診療費の負担から

受診を控えるなど経済的に苦しい状況が浮

き彫りになっています。また北海道、愛知、

兵庫、福岡、山梨、岐阜、奈良など１７道

県、及びさいたま市、相模原市など７政令

市では精神障がい者に対する助成が実施さ

れています。重度の精神障がい者について

も、身体障がい者、及び知的障がい者の重

度障がい者と同等に全診療科の入院、通院

費の助成をお願いします。 

  ２．公共交通機関の運賃割引。身体障が

い者及び知的障がい者の重度障がい者につ

いては、ＪＲ、民間鉄道、バス、航空機の

運賃、高速道路の通行料金などが割引の対

象になっていますが、精神障がい者につい

ては大阪府下では大阪市営交通、高槻市営

バスの運賃以外は割引の対象にはなってい

ません。大家連が実施したアンケート調査

の結果でも交通費の負担で困っている声が

多数寄せられています。一方、青森、東京、
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奈良など３４都道府県、及び広島など１６

政令市では精神障がい者についても一部路

線バスや地下鉄の運賃割引助成等が実施さ

れていますが、ＪＲ、大手民営鉄道、航空

機の運賃、高速道路の通行料金に関しては

全国的な実施には程遠いものです。重度の

精神障がい者についても身体障がい者及び

知的障がい者の重度障がい者と同等の公共

交通機関の運賃割引が実施されるよう強く

要望するものです。 

  以上２項目について、議会は、町・行政

当局に関係行政機関、並びに民間・公共関

係諸団体、また交通運輸事業者に対して働

きかけて頂き、さらに大阪府並びに国に対

しても早期実現を目指し取組んで頂けるよ

う強く要望し、請願いたします。 

  御審議の上、御採択賜りますようお願い

いたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  野村剛志議員。 

○１番（野村剛志君） 

  １番・野村です。 

  この後、審議となりますので、私の勉強

不足でまことに申しわけございませんが、

２点、質問をさせていただきます。 

  一つ、請願者、この方のお名前、豊能町

精神障者家族会、「きずな」で間違いない

でしょうか。害というのが入るか入らない

かの確認。 

  それから、全般の中での法律に基づく障

害者基本法、例えばですね、の場合の障害

者の害が漢字である。それから文中の身体

障がい者やというところのがいが平仮名で

ある。この扱いについて、勉強不足で申し

わけないんですが、このとおりで間違いな

いかどうかだけお答えください。 

○議長（竹谷 勝君） 

  答弁を求めます。 

  岩城重義議員。 

○７番（岩城重義君） 

  間違いございません。 

  字の使い分けはそのときに応じて、国に

対しては漢字使うてますけども、府の場合

は平仮名でやっておりますので、使い分け

をいたしておると思います。 

（発言する者あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  ほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  ないようですので、質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論を行います。ございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１号請願を採択することに賛成の方は

起立願います。 

（全員起立） 

○議長（竹谷 勝君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１号請願は採択することに決

定されました。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会をいたします。 

  次回は、６月２日午前９時３０分から会

議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後４時１８分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

会期の決定について 

第 １号報告 平成２６年度豊能町一般会計予算繰越明許費繰越計算書報 

       告の件 

第 ２号報告 平成２６年度豊能町一般会計予算継続費繰越計算書報告の 

       件 

第 １号承認 専決処分事項の承認を求める件（豊能町税条例等改正の 

       件） 

第 ２号承認 専決処分事項の承認を求める件（豊能町国民健康保険税条 

       例改正の件） 

第 ３号承認 専決処分事項の承認を求める件（平成２６年度豊能町一般 

       会計補正予算の件） 

第 ４号承認 専決処分事項の承認を求める件（平成２６年度豊能町国民 

       健康保険特別会計事業勘定補正予算の件） 

第 ５号承認 専決処分事項の承認を求める件（平成２６年度豊能町国民 

       健康保険特別会計診療所施設勘定補正予算の件） 

第 ６号承認 専決処分事項の承認を求める件（平成２６年度豊能町介護 

       保険特別会計事業勘定補正予算の件） 

第 ７号承認 専決処分事項の承認を求める件（平成２６年度豊能町生活 

       排水処理事業特別会計補正予算の件） 

第３１号議案 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第３２号議案 平成２７年度豊能町一般会計補正予算の件 

第３３号議案 工事請負契約の締結について 

第３４号議案 動産の取得について 

第３５号議案 動産の取得について 

第 １号請願 重度障害者の医療費助成、並びに公共交通機関の運賃割引 

       制度の精神障がい者への適用に関する請願 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ６番 

 

        同    ７番 

 


